
 

 

 

吉川松伏消防組合消防本部 



はじめに

この年報は、令和８年４月１日現在における吉川松伏消防組合の状況と令和７

年中の当消防組合における消防の現況及び火災等の発生状況を統計的に収録

し、今後の消防行政の効率的な運営に役立てるとともに、当消防組合の実態につ

いてご理解を深めていただくことを目的として編集したものです。

なお、本書中の火災・救急・救助の統計は、暦年をもって表し、予防関係及びそ

の他の事項については、会計年度で表しています。

令和８年６月

             吉川松伏消防組合消防本部   

第５３回全国消防救助技術大会に出場し入賞

令和７年８月３０日、兵庫県立広域防災センターにおいて第５３回全国消防救助技術大会が

開催されました。本大会は、全国の予選を勝ち抜いた約１０００人の消防救助隊員が集い、競技

と研鑽を通じて模範となる隊員の育成を目的に、昭和４７年から毎年開催されています。当消防

組合は陸上の部「ロープブリッジ救出」に出場し、見事入賞を果たしました。隊員はこの経験を今

後の救助活動に活かし、市町民の安心・安全を守るため、さらなる技術向上に努め、職員一同、

今後も一人でも多くの命を救うため、消防救助技術の研鑽に励んでまいります。

集合写真左から：酒井 隊員、加﨑 隊員、互 指導者、田原 隊員、金子 隊員

表 紙 に つ い て



消防の目的

火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護

するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による

傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進

に資することを目的とする。

消防の任務

消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から

保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による

被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とす

る。
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組織及び予算 
 

ここでは吉川松伏消防組合（以下「消防組合」という。）を構成する吉川市及び松伏町の人

口の推移、また、消防組合の組織や予算等を記載しています。 
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１ 消防組合の位置及び面積 

 

●吉川市の位置及び面積 

東 経 北 緯 海 抜 面 積 東 西 南 北 

139度51分 35度53分 ４.２ｍ 31.66km2 ４.２㎞ ８㎞ 

 

 

吉川市 なまずモニュメント 

吉川市は埼玉県の東南部に位置し、東は江戸川を

隔てて千葉県野田市と流山市に、西は中川を境に越

谷市と草加市に、南は三郷市に、北は松伏町に接し、

ほぼ平坦な地形である。 

大正４年に町制を施行し、昭和30年３月に３か町村

が合併し、現在の市の地勢が形勢され、昭和48年の

武蔵野線の開通を契機とし首都圏30㎞以内という立

地条件から住宅地の拡大、商業施設や工場の進出

により、平成８年４月に市制施行となった。 

 

●松伏町の位置及び面積 

東 経 北 緯 海 抜 面 積 東 西 南 北 

139度49分 35度55分 ５.５ｍ 16.20km2 ４㎞ ７.５㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松伏町 記念公園 風車 

松伏町は埼玉県の東南部に位置し、東は江戸川を隔

てて千葉県野田市に、西は古利根川を境に越谷市に、

南は吉川市、北は春日部市に接し、地形は概ね平坦で

あるが江戸川沿いの地域は、若干高台になっている。 

昭和30年４月松伏領村と金杉村が合併して松伏村と

なり、昭和44年４月に町制施行となった。 
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２ 人口の推移 

令和８年４月１日現在 

区分 

年別 
市 町 名 総人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(戸) 

昭和４６年 

吉川町 19,059 9,587 9,472 3,933 

松伏町 12,740 6,405 6,335 2,819 

計 31,799 15,992 15,807 6,725 

平成２９年 

吉川市 71,781 35,997 35,784 29,041 

松伏町 29,989 15,153 14,836 11,764 

計 101,770 51,150 50,620 40,805 

平成３０年 

吉川市 72,450 36,341 36,109 29,667 

松伏町 29,788 15,029 14,759 11,892 

計 102,238 51,370 50,868 41,559 

令和元年 

吉川市 72,877 36,570 36,307 30,216 

松伏町 29,374 14,818 14,556 11,945 

計 102,251 51,388 50,863 42,161 

令和２年 

吉川市 73,014 36,573 36,441 30,668 

松伏町 29,053 14,680 14,373 12,068 

計 102,067 51,253 50,814 42,736 

令和３年 

吉川市 73,217 36,588 36,629 31,147 

松伏町 28,725 14,523 14,202 12,138 

計 101,942 51,111 50,831 43,285 

令和４年 

吉川市 73,043 36,473 36,570 31,403 

松伏町 28,451 14,355 14,096 12,176 

計 101,494 50,828 50,666 43,579 

令和５年 

吉川市 72,872 36,376 36,496 31,734 

松伏町 28,285 14,276 14,009 12,263 

計 101,157 50,652 50,505 43,997 

令和６年 

吉川市 72,580 36,191 36,389 32,056 

松伏町 28,068 14,175 13,893 12,392 

計 100,648 50,366 50,282 44,448 

令和７年 

吉川市 72,351 36,085 36,266 32,459 

松伏町 27,723 14,034 13,689 12,454 

計 100,074 50,119 49,955 44,913 

令和８年 

吉川市 72,100 35,939 36,161 32,887 

松伏町 27,608 13,992 13,616 12,596 

計 99,708 49,931 49,777 45,483 
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平成２９年４月１日より令和８年４月１日までの１０年間で管内の人口は合計で２，０６２人の減少となってい

ます。 
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３ 消防組合関係者名簿 

令和８年４月２３日現在 

職   名 氏   名 

管理者（吉川市長） 中 原 恵 人 

副管理者（松伏町長） 高 野 祐 大 

会計管理者(吉川市会計管理者) 岡 田 啓 司 

組 

合 

議 

会 

議 

員 

副議長（吉川市議会選出） 吉 川  敏 幸 

議員（松伏町議会選出） 鈴 木  勉 

議員（吉川市議会選出） 大泉  日出男 

議員（吉川市議会選出） 降 旗   聡 

議員（吉川市議会選出） 飯 島 正 義 

議員（吉川市議会選出） 菊 名  克 典 

議員（松伏町議会選出） 髙 橋 昭 男 

議員（松伏町議会選出） 増 田 秀 雄 

議員（松伏町議会選出） 平 野 千 穂 

監査 

 

委員 

有識見委員 佐々木ひろ子 

議会選出委員 大 泉 日 出 男 

公平 

 

委員会 

委 員（委員長職務代理） 梅 山 洋 一 

委 員 澤 登 真 珠 枝 

委 員 関 根  勇 

情報公開 

個人情 

報保護 

審査会 

会 長 小 林 弘 和 

委 員 杉 村 好 美 

委 員 横 家  豪 
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４ 消防組合の沿革 

 

昭和45年10月 

 

昭和46年 2月 

昭和46年 3月 

 

昭和46年 4月 

 

 

昭和46年 6月 

 

 

 

 

 

昭和46年10月 

昭和46年12月 

昭和47年 1月 

 

 

 

 

昭和47年 2月 

昭和47年 3月 

 

昭和47年 4月 

昭和47年 8月 

昭和47年10月 

昭和47年12月 

昭和48年 2月 

 

 

 

 

昭和48年 4月 

昭和49年 4月 

 

昭和50年 4月 

 

昭和51年 4月 

 

昭和52年 4月 

広域消防の主旨により吉川町と松伏町で一部事務組合方式による常備

消防機関の設置について協議する。 

一部事務組合設立の許可を埼玉県知事から受ける。 

管理者に吉川町長安井武夫氏、副管理者に松伏町長若盛教淳氏、収入

役に吉川町収入役山崎正樹氏が就任することに協議される。 

４月１日付で吉川町松伏町消防組合が発足する。 

管理者に吉川町長清宮辰雄氏が就任する。 

職員数６名（仮庁舎として吉川町役場２階会議室を使用する。） 

消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める政令の指

定を受ける。         

第１回消防組合議会が開かれる。 

消防本部が設置され、消防長に管理者清宮辰雄氏が兼任する。 

吉川町大字平沼891番地に消防本部・消防署庁舎建設を着工する。 

広報車を購入、消防本部に配備する。 

指令車を購入、消防本部に配備する。 

水槽付消防ポンプ自動車及び救急車を購入する。 

消防本部・消防署庁舎竣工（鉄筋コンクリート造２階建て、延べ面積729.62

㎡）に伴い、１月14日仮庁舎から移転する。 

消防署が設置され、水槽付消防ポンプ自動車及び救急車の新規配備に

より、消防業務及び救急業務を開始する。 

超短波無線の予備免許を得る。 

超短波無線局の免許を得る。 

自動車工業会から救急車が寄贈され、松伏町役場敷地内に仮詰所を設

置し、同車両を新規配備して救急業務を開始する。 

職員数37名 

松伏町大字松伏360番地に松伏分署庁舎建設を着工する。 

消防ポンプ自動車を購入、消防署に増強配備する。 

水槽付消防ポンプ自動車を購入、松伏詰所に新規配備する。 

松伏分署庁舎竣工（鉄筋コンクリート造２階建て、延べ面積641.72㎡）に伴

い、仮詰所から移転する。 

消防ポンプ自動車を購入、松伏分署に増強配備する。 

広報車を購入、消防本部に配備し、従前の広報車を松伏分署に配備す

る。 

職員数65名 

消防長に菊名 操氏が就任、署長を兼務する。 

職員数74名 

管理者に吉川町長浅子 鴻氏が就任する。 

職員数77名 

収入役に吉川町収入役宮田幸太郎氏が就任する。 

職員数79名 

職員数79名 
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昭和52年 5月 

昭和53年 4月 

昭和54年 4月 

昭和55年 4月 

昭和56年 4月 

昭和57年 4月 

昭和57年 7月 

昭和57年 8月 

 

昭和57年11月 

 

昭和58年 4月 

昭和59年 4月 

昭和59年10月 

昭和60年 4月 

 

昭和60年 8月 

昭和60年10月 

 

昭和60年12月 

昭和61年 7月 

 

昭和61年 7月 

 

昭和61年10月 

昭和62年 4月 

 

昭和62年 7月 

昭和62年 9月 

昭和63年 4月 

昭和63年11月 

平成元年 4月 

平成 2年 2月 

 

平成 2年 4月 

 

平成 3年 3月 

平成 3年 4月 

平成 3年 7月 

平成 4年 2月 

平成 4年 4月 

 

 

平成 4年 8月 

副管理者に松伏町長石川 仁氏が就任する。 

職員数79名 

職員数82名 

職員数82名 

職員数81名 

職員数81名 

広報車を購入、松伏分署に更新配備する。 

財団法人日本消防協会から救急自動車が寄贈され、消防署に更新配備

する。 

社団法人日本損害保険協会から水槽付消防ポンプ自動車が寄贈され、

消防署に更新配備する。 

職員数80名 

職員数82名 

消防ポンプ自動車を購入、消防署に更新配備する。 

消防長職務代理兼消防署長に平井六郎氏が就任する。 

職員数83名 

救命ボート（ＦＲＰ製）を購入、消防署に配備する。 

吉川・松伏危険物安全協会から設立20周年記念事業として広報車が寄

贈され、消防本部に更新配備する。 

水槽付消防ポンプ自動車を購入、松伏消防署に更新配備する。 

収入役に吉川町収入役鈴木康之氏が就任する。 

職員数83名 

資機材搬送車を購入、消防署に新規配備する。 

折畳式アルミ製救命ボートを購入、松伏分署に配備する。 

消防ポンプ自動車を購入、松伏分署に更新配備する。 

管理者に吉川町長深井 誠氏が就任する。 

職員数83名 

資機材搬送車を購入、松伏分署に新規配備する。 

指令車を購入、消防本部に更新配備する。 

職員数82名 

化学消防ポンプ自動車を購入、消防署に新規配備する。 

職員数85名 

財団法人消防科学総合センターから救急車が寄贈され、松伏分署に更新

配備する。 

収入役に吉川町収入役三野輪浅雄氏が就任する。 

職員数88名 

救急車を購入、消防署に更新配備する。 

職員数90名 

折畳式アルミ製救命ボートを購入、消防署に配備する。 

35ｍはしご付消防自動車を購入、消防署に新規配備する。 

吉川町及び松伏町の設置による緊急時通報システムが、消防本部をセン

ター機能として運用を開始する。 

職員数93名 

吉川町大字会野谷481番地に消防本部・消防署庁舎並びに訓練塔の
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平成 5年 3月 

 

平成 5年 4月 

平成 5年 6月 

平成 5年10月 

平成 5年11月 

 

平成 6年 4月 

 

 

 

 

 

 

 

平成 6年12月 

平成 7年 3月 

平成 7年 4月 

 

 

 

平成 7年 7月 

 

平成 7年 9月 

平成 7年10月 

 

 

平成 7年11月 

 

平成 8年 1月 

 

平成 8年 4月 

 

 

平成 8年 9月 

平成 8年10月 

平成 8年11月 

平成 9年 2月 

平成 9年 4月 

 

平成 9年 6月 

建設を着工する。 

財団法人日本消防協会から広報車が寄贈され、松伏分署に更新配備す

る。 

訓練塔（鉄筋コンクリート造５階、２階建て延べ床面積265.18㎡）が竣工す

る。 

職員数101名 

副管理者に松伏町長千代忠央氏が就任する。 

救急車を購入、松伏分署に更新配備する。 

消防本部・消防署庁舎（鉄筋コンクリート造３階建て、延べ床面積2,440.95

㎡）が竣工する。 

消防本部及び消防署を移転し、業務を開始する。 

消防本部に通信指令室を設置し、消防緊急通信指令施設（Ⅰ型）を整備し

て指令業務の運用を開始する。 

救急業務無線を救急波に変更する。 

収入役に吉川市収入役大竹祐康氏が就任する。 

消防長の階級を消防司令長から消防監に変更する。 

女性消防吏員を新規採用する。 

職員数108名 

救助工作車（Ⅱ型）を購入、消防署に新規配備する。 

地震対策計画を策定する。 

消防署及び松伏分署をそれぞれ吉川消防署及び松伏消防署と改名す

る。 

消防長に藤見一郎氏が就任する。 

職員数115名 

地震対策計画に基づき、消防職員の非常参集訓練を含む総合訓練を実

施する。 

指令車を購入、消防本部に更新配備する。 

吉川・松伏危険物安全協会から設立30周年記念事業として連絡車が寄贈

され、消防本部に配備する。 

広報車を購入、消防本部に更新配備する。 

救急救命士第１号が誕生する。 

水槽付消防ポンプ自動車を購入、吉川消防署に更新配備する。 

応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱を制定し、応急手当指導

員の養成並びに救命講習を開始する。 

吉川市の市制施行に伴い、吉川町松伏町消防組合を吉川松伏消防組合

に改称する。消防計画を策定する。 

職員数126名 

現場指揮車を購入、吉川消防署に配備する。 

消防ポンプ自動車を購入、吉川消防署に更新配備する。 

現場指揮車を購入、松伏消防署に配備する。 

高規格救急自動車を購入、吉川消防署に配備する。 

救急隊を３隊編成に増強する。 

職員数130名 

松伏町大字松伏813番地に松伏消防署庁舎の移転改築を着工する。 
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平成 9年 7月 

平成 9年 8月 

 

平成 9年 9月 

平成 9年10月 

平成10年 3月 

 

 

平成10年 4月 

 

 

 

 

 

平成10年 9月 

 

平成10年11月 

平成11年 3月 

平成11年 4月 

 

平成11年12月 

 

平成12年 3月 

平成12年 4月 

 

 

平成13年 1月 

平成13年 4月 

 

 

平成13年 9月 

平成14年 3月 

平成14年 4月 

平成14年11月 

平成15年 4月 

平成16年 2月 

平成16年 3月 

 

平成16年 4月 

 

 

 

平成16年12月 

 

資機材搬送車を購入、松伏消防署に更新配備する。 

社団法人日本損害保険協会から水槽付消防ポンプ自動車が寄贈され、

松伏消防署に更新配備する。 

消防広報紙「消防だより１１９」を創刊する。 

吉川消防署及び松伏消防署の混成により、潜水救助隊を編成する。 

松伏消防署庁舎（鉄筋コンクリート造２階建て、延べ床面積1,096.13㎡）が

竣工する。 

資機材搬送車を購入、吉川消防署に更新配備する。 

松伏消防署を移転し、業務を開始する。 

埼玉県内における携帯電話等119番通報受信・転送体制の施行により、

運用を開始する。 

収入役に吉川市収入役染谷宗壱氏が就任する。 

消防長に倉本栄司氏が就任する。 

職員数134名 

第19回七都県市合同防災訓練埼玉会場が吉川駅南特定土地区画整理

事業地内を会場に実施される。 

消防ポンプ自動車を購入、松伏消防署に更新配備する。 

管理者に吉川市長戸張胤茂氏が就任する。 

情報公開に向け、文書管理方式としてファイリング・システムを導入する。 

職員数135名 

心電図伝送受信装置を埼玉筑波病院との協定締結により、同病院内に

設置し、救急救命士の運用を開始する。 

高規格救急自動車（２台目）を購入、松伏消防署に配備する。 

消防団事務を構成市町から移管され、消防本部総務課の分掌事務とす

る。 

職員数138名 

緊急消防援助隊へ消火部隊１隊を登録する。 

情報公開制度及び個人情報保護制度を施行する。 

消防長に鈴木正敏氏が就任する。 

職員数140名 

消防組合設立30周年を記念し消防フェアを開催する。 

緊急消防援助隊へ救急部隊１隊を登録する。 

職員数141名 

災害対応高規格救急自動車を購入、吉川消防署に配備する。 

職員数146名 

事務連絡車２台を購入、消防本部と松伏消防署に配備する。 

吉川消防署南分署庁舎（鉄筋コンクリート２階建て、延べ床面積877.59

㎡）が竣工する。 

吉川消防署南分署に消防車（水槽付ポンプ車）1台、高規格救急自動車1

台を配備し業務開始する。 

緊急消防援助隊へ消火部隊１隊を登録する。 

職員数152名 

災害対応特殊水槽付き消防ポンプ自動車を購入、吉川消防署南分署に

新規配備する。 
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平成17年 2月 

平成17年 4月 

 

 

平成17年 6月 

平成18年 4月 

 

平成18年 5月 

平成18年11月 

平成19年 3月 

平成19年 4月 

 

 

 

 

平成19年 8月 

平成20年 4月 

 

平成20年10月 

平成21年 1月 

平成21年 4月 

 

平成22年 4月 

 

 

 

 

 

平成22年 6月 

平成22年 9月 

平成23年 3月 

 

平成23年 4月 

 

 

平成23年 9月 

平成23年11月 

 

平成24年 2月 

平成24年 3月 

 

平成24年 4月 

平成24年 6月 

平成24年 7月 

彩の国レスキュー隊合同訓練が吉川市を会場として実施される。 

現場指揮体制の強化のため、吉川消防署に指揮担当を配置する。 

収入役に吉川市助役蓮沼嘉一氏が就任する。 

職員数152名 

副管理者に松伏町長會田重雄氏が就任する。 

一部３交替制を導入（指令課）する。 

職員数150名 

高規格救急自動車を購入し、吉川消防署南分署に新規配備する。 

指揮車を吉川消防署に更新配備する。 

一部３交替制（指令課）を廃止し、２交替制とする。 

消防長に髙鹿幸一氏が就任する。 

会計管理者に吉川市会計管理者岡田孝氏が就任する。 

組織機構改正により指令課を指揮指令課に改め、指揮体制の強化を図

る。 

職員数 146名 

調査車を購入、消防本部に新規配備する。 

消防組合消防委員会が発足する。 

職員 147名 

化学車を購入し、吉川消防署に更新配備する。 

高規格救急自動車を購入し、松伏消防署に更新配備する。 

消防長に酒井誠氏が就任する。 

職員数 139名 

消防長に鈴木正敏氏が就任する。 

会計管理者に吉川市会計管理者相川勘造氏が就任する。 

組織機構の改正により指揮指令課を指令課に改め、指揮調査係を吉川消

防署に配置して当直司令の職を配し、指揮体制の強化及び火災調査の充

実を図る。 

職員数 138名 

携帯電話位置情報システムの運用を開始する。 

職員数143名 

除染シャワー・テント一式を新規配備し、「おあしす」を会場としてＮＢＣ災

害対応訓練を実施する。 

消防長に相川勘造氏が就任する。 

会計管理者に吉川市会計管理者岡田重久氏が就任する。 

職員数142名 

職員数146名 

30メートル級はしご付消防自動車を購入し、吉川消防署に更新配備する。 

はしご車を吉川消防署に更新配備する。 

高規格救急自動車を購入し、吉川消防署に更新配備する。 

災害支援車を購入し、吉川消防署に新規配備する。 

救助用ボートを購入する。 

職員数148名 

エアーテント一式を国から無償貸与され、吉川消防署へ配備する。 

水槽付ＣＤ－Ⅰ型「ＣＡＦＳ装置付」普通消防ポンプ自動車を購入し、松伏
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平成25年 4月 

平成25年 8月 

 

平成26年 2月 

平成26年 4月 

 

 

 

平成26年 7月 

平成26年10月 

平成26年12月 

平成27年 3月 

平成27年 4月 

 

 

 

 

平成27年11月 

平成27年12月 

 

平成28年 3月 

平成28年 4月 

平成28年 7月 

 

平成29年 2月 

平成29年 4月 

 

 

平成29年 6月 

平成29年 8月 

 

平成30年 2月 

平成30年 4月 

 

平成30年12月  

 

令和元年 4月 

令和元年 9月 

令和 2年 4月 

令和 3年 4月 

 

 

令和 4年 4月 

消防署に更新配備する。 

職員数149名 

水槽付ＣＤ－Ⅰ型「ＣＡＦＳ装置付」普通消防ポンプ自動車を購入し、吉川

消防署に更新配備する。 

消防・救急デジタル無線基地局を整備する。 

消防長に酒井誠氏が就任する。 

会計管理者に吉川市会計管理者相川勘造氏が就任する。 

消防本部警防課救急救助係を、警防課救急係に改称する。 

職員数149名 

消防救急デジタル無線の運用を開始する。 

救助工作車（Ⅱ型）を購入し、吉川消防署に更新配備する。 

高規格救急自動車を購入し、吉川消防署南分署に更新配備する。 

管理者に吉川市長中原恵人氏が就任する。 

組織規則の改正により、消防本部警防課警防係を警防係と消防団係に分

離する。 

特別救助隊を配置し、救助体制の強化を図る。 

緊急消防援助隊に後方支援小隊１隊を追加し、登録隊４隊とする。 

職員数150名 

予防車を購入し、吉川消防署に更新配備する。 

水Ⅰ－Ｂ型「ＣＡＦＳ装置付」普通消防ポンプ自動車を購入し、吉川消防署

南分署に更新配備する。 

高機能消防指令システムを導入し、運用を開始する。 

職員数150名 

水槽付ＣＤ－Ⅰ型普通消防ポンプ自動車を購入し、松伏消防署に更新配

備する。 

資機材搬送車を購入し、吉川署に更新配備する。   

消防長に地引二郎氏が就任する。 

会計管理者に増田典道氏が就任する。 

職員数150名（吉川市からの派遣職員含む） 

副管理者に松伏町長鈴木勝氏が就任する。 

資機材搬送車を購入し、松伏消防署に更新配備する。 

災害用救助ボートを購入する。 

高規格救急自動車を購入し、松伏消防署に更新配備する。 

消防長に戸井田勉氏が就任する。 

職員数152名（吉川市からの派遣職員含む） 

公益財団法人日本消防協会から防災活動車が寄贈され、吉川消防署に

配備する。 

職員数154名（吉川市からの派遣職員含む） 

高規格救急自動車を購入し、吉川消防署に更新配備する。 

職員数154名（吉川市からの派遣職員含む） 

消防長に黒田信浩氏が就任する。 

会計管理者に山﨑純子氏が就任する。 

職員数157名（吉川市からの派遣職員含む） 

ＣＤ－Ⅰ型普通消防ポンプ自動車を購入し、南分署に新規配備する。 
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令和 4年 9月 

 

令和 5年 4月 

令和 5年12月 

令和 6年 4月 

令和 6年 9月 

令和 7年 1月  

令和 7年 4月 

 

令和 7年 6月 

令和 7年12月 

令和 8年 4月 

南分署の消防隊１隊を増隊し、乗換救急隊とする。 

会計管理者に本間廣勝氏が就任する。 

職員数157名（吉川市からの派遣職員含む） 

消防組合設立５０周年を記念し式典を実施する。 

救急医療優良団体として、埼玉県知事から功労者表彰を受ける。 

職員数157名（吉川市からの派遣職員含む） 

高規格救急自動車を購入し、吉川消防署南分署に更新配備する。 

職員数158名（吉川市からの派遣職員含む） 

ドローン隊発足 

指揮車を購入し吉川消防署に更新配備する。 

職員数157名（吉川市からの派遣職員含む） 

会計管理者に岡田啓司氏が就任する。 

副管理者に松伏町長高野祐大氏が就任する。 

予防車を購入し、吉川消防署に更新配備する。 

職員数158名（吉川市からの派遣職員含む） 

東埼玉消防指令センターにおいて消防指令業務の共同を開始する。 
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５ 歴代管理者 

順位 氏名 就任期間 

初代 安井 武夫 昭和46年４月１日～昭和46年４月29日 

２代 清宮 辰雄 昭和46年４月30日～昭和50年４月29日 

３代 浅子 鴻 昭和50年４月30日～昭和62年４月29日 

４代 深井 誠 昭和62年４月30日～平成11年１月19日 

５代 戸張 胤茂 平成11年３月７日～平成27年３月６日 

６代 中原 恵人 平成27年３月７日～現在 

６ 歴代副管理者 

順位 氏名 就任期間 

初代 若盛 教淳 昭和46年４月１日～昭和52年６月１日 

２代 石川 仁 昭和52年６月２日～平成５年６月１日 

３代 千代 忠央 平成５年６月２日～平成17年６月１日 

４代 會田 重雄 平成17年６月２日～平成29年６月１日 

５代 鈴木 勝 平成29年６月２日～令和７年６月１日 

６代 高野 祐大 令和７年６月２日～現在 

７ 歴代収入役 

順位 氏名 就任期間 

初代 山崎 正樹 昭和46年４月１日～昭和51年３月29日 

２代 宮田 幸太郎 昭和51年４月１日～昭和61年３月31日 

３代 鈴木 康之 昭和61年４月１日～平成２年３月31日 

４代 三野輪 浅雄 平成２年４月１日～平成６年３月31日 

５代 大竹 祐康 平成６年４月１日～平成10年３月31日 

６代 染谷 宗壱 平成10年４月１日～平成17年３月31日 

７代 蓮沼 嘉一 平成17年４月１日～平成19年３月31日 

 ※ 平成19年4月から会計管理者を新たに設置する。 
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８ 歴代消防長 

順位 氏名 就任期間 

初代 
清宮 辰雄 

（吉川町長） 

昭和46年６月15日～昭和49年３月31日 

（事務取扱） 

２代 菊名 操 昭和49年４月１日～昭和60年３月31日 

３代 平井 六郎 

昭和60年４月１日～昭和63年３月31日 

（事務代理） 

昭和63年４月１日～平成７年３月31日 

４代 藤見 一郎 平成７年４月１日～平成10年３月31日 

５代 倉本 栄司 平成10年４月１日～平成13年３月31日 

６代 鈴木 正敏 平成13年４月１日～平成19年３月31日 

７代 髙鹿 幸一 平成19年４月１日～平成21年３月31日 

８代 酒井 誠 平成21年４月１日～平成22年３月31日 

９代 鈴木 正敏 平成22年４月１日～平成23年３月31日 

１０代 相川 勘造 平成23年４月１日～平成26年３月31日 

１１代 酒井 誠 平成26年４月１日～平成29年３月31日 

１２代 地引 二郎 平成29年４月１日～平成30年３月31日 

１３代 戸井田 勉 平成30年４月１日～令和３年３月31日 

１４代 黒田 信浩 令和３年４月１日～ 現在 
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９ 歴代会計管理者 

順位 氏名 就任期間 

初代 岡田 孝 平成19年4月1日～平成22年3月31日 

２代 相川 勘造 平成22年4月1日～平成23年3月31日 

３代 岡田 重久 平成23年4月1日～平成26年3月31日 

４代 相川 勘造 平成26年4月1日～平成29年3月31日 

５代 増田 典道 平成29年4月1日～令和3年3月31日 

６代 山﨑 純子 令和3年4月1日～令和4年3月31日 

７代 本間 廣勝 令和4年4月1日～令和7年3月31日 

８代 岡田 啓司 令和7年4月1日～ 現在 
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１０ 消防組合の組織及び機構図 

            
総務課 

庶務係 

            管理係 

         
消防本部 

   
予防課 

予防係 

            査察調査係 

               

警防課 

警防係 

               救急係 

               消防団係 

                            

                    

第１中隊 

指揮第１係 

                    通信第１係 

                    消防第１係 

                    救急第１係 

               
吉川消防署 

 救助第１係 

                

第２中隊 

指揮第２係 

                    通信第２係 

                    消防第２係 

                    救急第２係 

   吉川松伏 

消防組合 

  
消防署 

         救助第２係 

                      

                       消防第１係 

               
南分署 

    救急第１係 

                   消防第２係 

                       救急第２係 

                            

                    
第１中隊 

消防第１係 

               
松伏消防署 

 救急第１係 

                
第２中隊 

消防第２係 

                    救急第２係 

                            

         
    

  

吉川市消防団 

 団本部 

レッドエンジェルス分団 

         
消防団 

     第１分団～第１３分団 

                          

         
    

  

松伏町消防団 

 団本部 

レッドエンジェルス分団 

                第１分団～第７分団 

執行機関 組合議会 公平委員会 監査委員 

管理者（吉川市長） 吉川市議会 5名 委員長 1名 識見を有する者 1名 

副管理者（松伏町長） 松伏町議会 4名 委員   2名 議会選出     1名 

会計管理者（吉川市会計管理者）    
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１１ 分掌事務 

総務課 

・庶務係 

(1) 議会の招集及び議案に関すること。 

(2) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 

(3) 公印管理及び文書事務に関すること。 

(4) 公告式に関すること。 

(5) 情報公開、個人情報保護制度の統括に関すること。 

(6) 議会及び行政委員会の事務に関すること。 

(7) 職員の人事及び給与に関すること。 

(8) 消防組織及び定数管理に関すること。 

(9) 職員の研修に関すること。 

(10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 

(11) 被服等の貸与に関すること。 

(12) 職員の公務災害補償に関すること。 

(13) 職員共済及び職員退職手当に関すること。 

(14) 表彰に関すること。 

(15) 消防長会に関すること。 

(16) 他の所属に属さないこと。 

(17) 課の庶務に関すること。 

 

・管理係 

(1) 消防行政施策の総括に関すること。 

(2) 消防計画の策定及び進行管理に関すること。 

(3) 消防施設の整備計画に関すること。 

(4) 財政計画及び財務統計に関すること。 

(5) 予算の編成及び執行管理に関すること。 

(6) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。 

(7) 基金に関すること。 

(8) 補助金、起債及び一時借入金に関すること。 

(9) 会計事務に関すること。 

(10) 公有財産に関すること。 

(11) 庁舎、庁用機械器具及び備品等の維持管理に関すること。 

(12) 入札及び契約事務に関すること。 

(13) 消防広報の総括に関すること。 

(14) 消防委員会に関すること。 

(15) 少年消防クラブの運営に関すること。 

 

予防課 

・予防係 

(1) 火災予防の企画及び指導に関すること。 

(2) 防火対象物の検査及び指導に関すること。 

(3) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。 
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(4) 建築確認等の同意に関すること。 

(5) 住民の防火意識の高揚に関すること。 

(6) 危険物製造所等の許可に関すること。 

(7) 危険物製造所等の検査及び指導に関すること。 

(8) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。 

(9) 危険物取扱者に関すること。 

(10) 火薬類取締法に基づく事務に関すること。 

(11)  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に関すること。 

(12) 高圧ガス保安法に基づく事務に関すること。 

(13) 消防法第 9条の 3に規定する圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。 

(14) ガス事業法に基づく事務に関すること。 

(15) 防火安全協会等に関すること。 

(16) その他危険物等の安全管理に関すること。 

(17) 課の庶務に関すること。 

 

・査察調査係 

(1) 予防査察の企画及び指導に関すること。 

(2) 消防対象物の査察に関すること。 

(3) 危険物製造所等の査察に関すること。 

(4) 違反消防対象物の改善指導に関すること。 

(5) 火災調査及び消防署火災調査の統括に関すること。 

(6) 火災統計に関すること。 

(7) 罹災証明等に関すること。 

(8) 防火及び防災管理に関すること。 

(9) 消防署の予防事務の指導に関すること。 

 

警防課 

・警防係 

(1) 警防計画に関すること。 

(2) 警防本部の運営に関すること。 

(3) 消防相互応援及び広域応援に関すること。 

(4) 演習訓練の企画、立案に関すること。 

(5) 消防、救助機械器具の整備及び管理に関すること。 

(6) 消防車両の安全運転管理に関すること。 

(7) 消防地水利に関すること。 

(8) 消防救助技術の研究及び訓練の指導に関すること。 

(9) 潜水救助に関すること。 

(10) 開発行為に伴う指導に関すること。 

(11) 消防情報及び消防統計に関すること。 

(12) 緊急消防援助隊に関すること。 

 

・救急係 

(1) 救急機械器具の整備及び管理に関すること。 

(2) 応急手当の普及啓発に関すること。 
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(3) 患者等搬送事業者の指導に関すること。 

(4) 救急医療等の関係機関との連絡調整に関すること。 

(5) メディカルコントロールに関すること。 

(6) 救急の事後検証に関すること。 

(7) 救急救助事故の報告及び統計に関すること。 

(8) 救急技術の研究及び訓練の指導に関すること。 

(9) 救急業務の高度化に関すること。 

(10) 救急救命士及び救急隊員の教育指導に関すること。 

 

・消防団係 

(1) 消防団の組織に関すること。 

(2) 消防団員等の公務災害補償及び退職報奨金に関すること。 

(3) 消防団員の任免及び表彰に関すること。 

(4) 消防団員の報酬及び費用弁償に関すること。 

(5) 消防団員の会議に関すること。 

(6) 消防団員の研修、教養及び訓練に関すること。 

(7) 消防団員の被服及び貸与品に関すること。 

(8) 消防団の備品に関すること。 

(9) 消防団の機械器具置場及び車両の維持管理に関すること。 

(10) 消防協会事務に関すること。 

(11) その他消防団に関すること。 

 

消防署 

(1) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。 

(2) 風水害、地震等の応急対策活動に関すること。 

(3) 消防署における火災予防に関すること。 

(4)  消防署の火災調査に関すること。 

(5)  通信管理業務の補助に関すること。 

(6)  消防署への駆け込み及び来客に関すること。 

 

・指揮第 1係及び指揮第 2係 

(1)  指揮活動に関すること。 

(2)  消防訓練の指導に関すること。 

(3)  消防署の火災調査に関すること。 

(4)  火災予防査察及び防火指導に関すること。 

(5)  災害活動技術の研究及び計画の総括に関すること。 

(6)  署警防計画の総括に関すること。 

(7)  通信管理業務の補助に関すること。 

(8)  各署との連携及び調整に関すること。 

 

・通信第 1係及び通信第 2係 

(1)  通信管理業務に関すること。 

(2)  各種災害概況の把握及び伝達に関すること。 

(3)  非常招集に関すること。 
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(4)  気象情報の収集及び伝達に関すること。 

(5)  消防防災情報及び救急医療情報の収集及び伝達に関すること。 

(6)  火災警報の発令に関すること。 

(7)  口頭指導に関すること。 

(8)  指揮業務の補助に関すること。 

(9)  通信指令施設の維持管理及び庶務に関すること。 

(10) 東埼玉消防指令センター及び各署との連携及び調整に関すること。 

 

・消防第１係及び消防第２係  

(1) 警防活動に関すること。 

(2) 地理及び水利等の警防調査に関すること。 

(3) 訓練及び消防演習の実施に関すること。 

(4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。 

(5) 消防訓練の指導に関すること。 

(6) 火災予防査察及び防火指導に関すること。 

(7) 火災予防条例第 45条に基づく届出の受理に関すること。 

(8) 公印の管理に関すること。（南分署を除く） 

(9) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。 

(10) 消防署の庶務に関すること。 

 

・救助第１係及び救助第２係  

(1) 救助活動に関すること。 

(2) 救助訓練及び救助対策に関すること。 

(3) 救助機械器具の運用及び維持管理に関すること。 

(4) 主たる潜水救助活動に関すること。 

(5)  火災予防査察及び防火指導に関すること。 

 

・救急第１係及び救急第２係  

(1) 救急活動に関すること。 

(2) 救急訓練の実施に関すること。 

(3) 応急手当の普及啓発活動の実施及び救急指導に関すること。 

(4) 救急機械器具の運用及び維持管理に関すること。 
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１２ 構成市町の一般会計当初予算等

令和８年度構成市町一般会計当初予算                           [単位：千円]

区分

市町別
一般会計予算額

消防費 割合（％）

吉川市 ２９，１５０，０００ １，３７５，４４２ ４．７

松伏町 １０，２３３，０００ ６４７，４１９ ６．３

計 ３９，３８３，０００ ２，００４，８６１ ５．１

令和８年度構成市町一般会計当初予算額に占める消防組合負担金の割合    [単位：千円]

区分

市町別
一般会計予算額

常備消防費 非常備消防費 割合（％）

吉川市 ２９，１５０，０００
１，１９３，８７０ ７８，３９２

４．４
計 １，２７２，２６２

松伏町 １０，２３３，０００
５７５，８７５ ３０，４４８

５．９
計 ６０６，３２３

計 ３９，３８３，０００
１，７６９，７４５ １０８，８４０

４．８
計 １，８７８，５８５

消防組合負担金の住民負担額                                  [単位：円]

区 分

市町組合別
住民一人あたり負担額 一世帯あたり負担額

吉川市

常備消防費 １６，５５９ ３６，３０２

非常備消防費 １，０８７ ２，３８４

計 １７，６４６ ３８，６８６

松伏町

常備消防費 ２０，８５９ ４５，７１９

非常備消防費 １，１０３ ２，４１７

計 ２１，９６２ ４８，１３６

消防組合

管内

常備消防費 １７，７４９ ３８，９１０

非常備消防費 １，０９２ ２，３９３

計 １８，８４１ ４１，３０３
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１３ 消防組合等の一般会計決算状況

消防組合

歳入                                                ［単位：千円］

年度
款 令和８年度当初予算額 令和６年度決算額

分担金及び負担金 １，８７８，５８５ １，７４３，５００

使用料及び手数料 ３７１ ３４７

財 産 収 入 ２０ １１

繰 越 金 ５，０００ ３９，５９２

諸 収 入 １３，６３３ ８，０８７

組 合 債 ２１６，１００ ５１，７００

繰 入 金 ０ ０

歳入合計 ２，１１３，７０９ １，８４３，２３７

歳出                                                 ［単位：千円］

年度
款 令和８年度当初予算額 令和６年度決算額

議 会 費 １，６５８ １，４１１

総 務 費 ６９５ ６２５

消 防 費 １，９５９，６２８ １，６８０，０６７

公 債 費 １３９，７０８ １１０，１３１

諸 支 出 金 １０．０２０ １４，０１１

予 備 費 ２，０００ ０

歳出合計 ２，１１３，７０９ １，８０６，２４５

令和６年度一般会計決算額

（歳出）                                                [単位：千円]

区分

市町組合別
一般会計決算額

消防費 割合（％）

吉川市
２８，７５５，７４１

組合負担金除く金額（ ２７，５８４，２５７）

１，２７３，０５０

（９８，６０３）

４．４

（０．４）

松伏町
１０，１４０，０４８

組合負担金除く金額（ ９，５６８，０３２）

６６５，４７５

（９３，４５９）

６．６

（１．０）

消防組合 １，８０６，２４４ １，６８０，０６７ ９３．０
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１４ 消防相互応援協定 
１ 近隣市町との応援協定 

消防組織法第３９条に基づく消防の相互の応援に関して締結 

区分 

市町 

協定 

年月日 
応援される区域 応援する区域 

三郷市 昭和 58年 

12月 1日 

大字道庭、道庭一・二丁目 

大字中曽根、中曽根一・二丁目

大字高久、高久一・二丁目 

大字高富、高富一・二丁目 

大字木売、木売一・三丁目 

中川台、大字共保 

大字木売新田、大字富新田 

大字二ツ沼、二ツ沼一・二丁目 

大字三輪野江 

三輪野江一・二丁目 

大字土場、大字飯島 

美南一～五丁目 

彦糸一・二丁目 

彦音一・二丁目 

彦成一～五丁目 

新三郷ららシティー～三丁目 

仁蔵一部、半田、小谷堀、後谷、

前間、田中新田、丹後 

早稲田一～八丁目 

三郷三丁目の一部 

釆女新田、釆女一丁目 

上彦名の一部、上彦川戸の一部 

下彦川戸の一部 

大広戸の一部、駒形の一部 

南蓮沼の一部 

さつき平一・二丁目 

(主要地方道流山・草加線北側) 

草加市 

八潮市 

平成 28年 

3月 28日 

大字吉川、大字平沼及び大字保

の一部（さくら通り西側区域）、 

吉川一・二丁目、平沼一丁目、 

保一丁目、大字共保、中川台、 

木売一～三丁目 

高富一・二丁目 

高久一・二丁目 

中曽根一・二丁目 

道庭一・二丁目 

柿木町、青柳町 

青柳町一～八丁目 

野田市 昭和 47年 大字築比地、大字金杉、田島 野田、中野台、上花輪、堤台、 
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2月 20日 東、 

大字上内川、大字下内川、旭、 

大字拾壱軒、大字南広島、 

大字八子新田、大字鍋小路 

清水 

春日部市 平成 17年 

12月 1日 

大字魚沼 

大字築比地 

大字大川戸 

大字赤沼、大字銚子口 

大字藤塚（東武線南側） 

本田町一・二丁目、六軒町 

豊野町一～三丁目、大字赤崎 

大字飯沼、大字東中野 

新宿新田 217番地南側全域 

 

越谷市 昭和 47 年

2月 25日 

大字川藤、大字須賀、大字川

富、大字関、大字吉川、大字平

沼、大字保、大字木売、大字川

野、きよみ野一～五丁目、 

吉川団地、中川台、吉川一・二丁

目、中央一～三丁目、新栄一・二

丁目、栄町、平沼一丁目、中野、

保一丁目、大字共保 

木売一～三丁目 

大字田島、大字松伏、大字大川

戸、大字上赤岩、大字下赤岩、

田島東、田島南、ゆめみ野一～

六丁目、田中一～三丁目、 

ゆめみ野東一～四丁目、 

松葉一・二丁目 

増林一～三丁目 

大字増林 

増森一・二丁目 

大字増森 

中島一～三丁目 

大字中島 

東町一～三丁目・五丁目 

大成町一・二丁目 

レイクタウン一～六丁目 

レイクタウン八～九丁目 

大字大吉、大字向畑 

大字大松、大字大杉 

大字船渡、大字北川崎 
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２ その他の応援協定 

協定名 協定年月日 

埼玉県防災ヘリコプター応援協定 平成３年３月２９日 

埼玉県下消防相互応援協定 平成１９年７月１日 

茨城県高速自動車道等における消防相互応援協定 平成１２年３月１８日 

災害時における石油燃料の供給に関する協定 平成２４年１１月２９日 

大規模災害時における物資の供給協力に関する協定 平成２５年３月１１日 

災害時における消防活動の協力に関する協定 平成３０年６月２６日 

水害時等における緊急車両の一時退避施設の使用に関する協定 令和５年１月３１日 

災害時等における無人航空機による協力に関する協定 令和８年３月１９日 

 

３ 緊急消防援助隊登録 

登録部隊 登録車両 

消火小隊（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車）1隊 吉川南１ 

消火小隊（消防ポンプ自動車）1隊 吉川２ 

救急小隊（災害対応特殊高規格救急自動車）1隊 救急吉川１ 

後方支援小隊（資機材搬送車）1隊 吉川支援１ 

 

４ 埼玉県ドクターヘリ事業 

運航主体 運航開始 

埼玉医科大学総合医療センター 平成１９年１０月２６日 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消防施設 
 

ここでは消防組合の消防施設の現況について記載しています。 

近年、都市化の進展に伴い、市街地の拡大や建築物の密集化、高層化が進む中、火災など

の災害発生、拡大要因は、ますます複雑・多様化しています。 

消防組合では、このような住民の消防に対するニーズの増大、各種通信手段への適切な対

応など、コンピューターとネットワーク技術を用いた消防緊急指令システムを導入するなど消防

施設、消防車両や資機材の整備・充実を図っています。 

不測の事態に備え、危機管理を踏まえながら各種災害から住民の生命と財産を守る総合的

な消防体制の整備を進め、時代のニーズに対応した消防行政を展開していきます。 
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１ 消防庁舎

区分

庁舎
所在地

敷地

面積

延床

面積
構造階層

竣工

年月日

消防本部

吉川消防署

〒342-0016

吉川市大字

会野谷４８１番地

3,920.7㎡ 2,706.1㎡
鉄筋コンクリート造

３階建
平成5.11.30

南分署

〒342-0038

吉川市美南

２丁目４番地

4,290.2㎡ 877.6㎡
鉄筋コンクリート造

２階建
平成16.3.30

松伏消防署

〒343-0111

松伏町大字

松伏８１３番地

2,443.1㎡ 1,096.1㎡
鉄筋コンクリート造

２階建
平成10.3.9
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２ 消防水利施設 

 

令和８年４月１日現在 

区分 

 

 

市町別 

消火栓 防火水槽 その他 

現有数 
公設 私設 

100㎥ 

以上 

40～ 

100㎥ 

未満 

10～ 

40㎥ 

未満 

プール 池等 

吉川市 619 7 13 318 5 13 0 975 

松伏町 501 0 8 87 20 6 0 622 

合計 1,120 7 21 405 25 19 0 1,597 

 
 

３ 緊急離着陸場 
令和８年４月１日現在 

運航名 離着陸場 

埼玉県ドクターヘリ 

吉川市立中曽根小学校 

吉川市立三輪野江小学校 

吉川市立中央中学校 

吉川運動公園 

県営吉川公園 

松伏町立松伏中学校 

松伏総合公園多目的競技場 

埼玉県防災ヘリコプター 

美南中央公園 

吉川運動公園 

松伏総合公園多目的競技場 
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４ 現有消防自動車等 
令和８年４月１日現在 

区 分 
車 名 

車名・型式 登録年月日 排 気 量 
自 動 車 
登録番号 

積 載 装 置 等 免許区分 

消 
 

防 
 

本 
 

部 

吉川予防1 
（調査車） 

トヨタ 

CBF-TRH221K 
H27.10.21 2,690cc 

春日部 830
た 2015 

無線機 火災調査資器材  普通自動車 

吉川予防2 
（調査車） 

ダイハツ 
3BD-S700V 

R7.11 650cc 
春日部 883  
う 2025 

火災調査資器材 普通自動車 

吉川本部1 
（災害対応車） 

日産 

HBD-DR17V 
H30.12.5 650cc 

春日部 880 
あ 1200 

搬送車（定員4名） 普通自動車 

連絡車 
（カローラ） 

トヨタ 
UA-NZE121 

H16.2.10 1,490㏄ 
春日部 500 
ま 4737 

乗用車（定員5名） 普通自動車 

連絡車 
（ハイエース） 

トヨタ 

CBA-TRH214W 
H18.11.9 2,690cc 

春日部 302 
そ 2620 

乗用車（定員10名） 普通自動車 

連絡車 
（ミニキャブ） 

三菱 
GBD－U61Ｔ 

H22.8.29 650㏄ 
春日部 480 
す 1281 

搬送車（定員2名） 普通自動車 

連絡車 
（デミオ） 

マツダ 

DBA－ＤＥ3ＦＳ 
H23.7.4 1,340㏄ 

春日部 501 
ぬ 7606 

乗用車（定員5名） 普通自動車 

連絡車 
（ビアンテ） 

マツダ 
DBA－CCEFW 

H23.7.4 1,990㏄ 
春日部 301
ち 4008 

乗用車（定員8名） 普通自動車 

マイクロバス 
（シビリアン） 

日産 

PA-AJW41 
H17.9.12 4,890cc 

春日部 230 
さ 119 

乗用車（定員25名） 中型自動車 

吉 
 

川 
 

消 
 

防 
 

署 

吉川指揮1 
（指揮車） 

トヨタ 
3BF－TRH226S 

R7.1.9 2,690cc 
春日部 830 
さ 2025 

無線機 車両動態管理装置 
移動式指揮机 

普通自動車 

吉川2 
（ポンプ車） 

日野 

TKG-XZU640M 
H25.8.2 4,000cc 

春日部 830 
さ 2013 

無線機 車両動態管理装置 
水600ℓ CAFS装置付 

準中型自動車 

吉川化学1 
（化学車） 

日野 

BDG-GD7JGWA
改 

H20.10.24 6,400cc 
春日部 800 
は 659 

無線機 車両動態管理装置  
水1,300ℓ 薬液500ℓ 

中型自動車 

吉川はしご1 
（はしご車） 

日野 

LDG-PR1APBF 
H23.10.14 8,860cc 

春日部 831 
み 119 

無線機 車両動態管理装置  
30㍍級はしご 

大型自動車 

吉川救助1 
（救助工作車） 

日野 

SDG-GX7JGAA
改 

H26.10.22 6,400cc 
春日部 830 
す 2014 

無線機 車両動態管理装置  
クレーン フロントウインチ 
照明装置 

大型自動車 

吉川搬送1 
（資機材搬送車） 

日野 

TKG-XZU710M 
H29.2.3 4,000cc 

春日部 830 
す 2017 

無線機 車両動態管理装置  
防毒服 救急資器材 

中型自動車 

吉川支援1 
（資機材搬送車） 

いすゞ 
SKG-NPR85AN 

H24.3.30 2,990㏄ 
春日部 800 
す 6270 

無線機 車両動態管理装置  準中型自動車 

救急吉川1 
（高規格救急車） 

トヨタ 

CBF-TRH226S 
R1.9.5 2,690㏄ 

春日部 832 
ね 119 

無線機 車両動態管理装置  
カーナビ 

普通自動車 

救急吉川20 
（高規格救急車） 

トヨタ 
CBF-TRH226S 

H24.2.7 2,690㏄ 
春日部 831 
や 119 

無線機 車両動態管理装置  
カーナビ 

普通自動車 

吉松丸 
（水難救助ボート） 

ＲＳ10Ｔ H24.3.16 15ＰＳ 
第260 
47224 

乗船定員9名 
船外機（TOHATSU） 
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南 

分 

署 

吉川南1 
（水槽付きポンプ車） 

日野 
SDG-GX7JGAA

改 
H27.11.13 6,400cc 

春日部 830 
ち 2015 

無線機 車両動態管理装置  
水1,500ℓ CAFS装置付き 

中型自動車 

吉川南2 
（ポンプ車） 

日野 
2ＲＧ－XZU640M 

Ｒ3.11.17 4,000cc 
春日部 830 
た 2021 

無線機 車両動態管理装置  準中型自動車 

救急吉川南1 
（高規格救急車） 

トヨタ 

3BF－TRH226S 
R5.11.16 2,690cc 

春日部 830 
た 2023 

無線機 車両動態管理装置  
カーナビ 

普通自動車 

救急吉川南2 
（高規格救急車） 

トヨタ 
CBF－TRH226S 

H26.12.2 2,690cc 
春日部 830 
そ 2014 

無線機 車両動態管理装置  
カーナビ 

普通自動車 

連絡車 
（カローラハイブリッド） 

トヨタ 

6AA-ZWE219 
R7.8 1,790cc 

春日部 330 
な 2560 

乗用車（定員5名） 普通自動車 

松 

伏 

消 

防 

署 

松伏1 
（ポンプ車） 

日野 
SKG-XZU640M 

H24.7.27 4,000cc 
春日部 800 
す 6417 

無線機 車両動態管理装置  
水600ℓ CAFS装置付 

準中型自動車 

松伏2 
（ポンプ車） 

日野 

TKG-XZU640M 
H28.6.30 4,000cc 

春日部 830 
た 2016 

無線機 車両動態管理装置 
水600ℓ  

準中型自動車 

吉川10 
（水槽付ポンプ車） 

日野 
PB－FD7JGFA改 

H16.11.26 6,400cc 
春日部 830 
の 119 

無線機 車両動態管理装置  
水1,500ℓ 

中型自動車 

松伏支援1 
（資機材搬送車） 

日野 

TKG-XZU775M 
H29.8.29 4,000cc 

春日部 830 
せ 2017 

無線機 車両動態管理装置  準中型自動車 

救急松伏1 
（高規格救急車） 

トヨタ 
CBF-TRH226S 

H30.1.23 2,690cc 
春日部 830 
す 2018 

無線機 車両動態管理装置  
カーナビ 

普通自動車 

連絡車 
（ワゴンＲ） 

スズキ 

ＤＢＡ－ＭＨ21Ｓ 
H18.6 650cc 

春日部 580 
う 8899 

乗用車（定員4名） 普通自動車 

吉松丸2号 
（水難救助用ボート） 

アキレス 
FRB-380 

H29.8.28 15ＰＳ 
第230 
55780 

乗船定員6名 
船外機（YAMAHA） 

 

 



29 

 

５ 通信施設 

         庁舎 

区分 

消防本部 

吉川署 
松伏署 南分署 

加入一般電話回線 ６（電話） 

３（FAX） 

１（電話） 

１（FAX） 

１（電話） 

１（FAX） 

消防専用 

無線電話回線 

２７ 

（基地局含む） 
１０ １０ 

消防専用電話回線 

（署所端末装置） 
１ １ １ 

順次指令回線 インターネット（音声架

電及びメール） 

  

災害情報 

テレフォンガイド回線 
３ 
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６ 消防無線設備（デジタル無線） 
区分 

署別 
局名 呼出名称 形式 チャンネル 出力規格 

本部 携帯型 よしかわけいぼう１ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

吉
川
消
防
署 

基地局 よしかわしょうぼう VF1332/VF1333A/VF1334B ①②③④⑤⑥ ２.５W 

移
動
局 

よしかわしき１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわかがく１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわ２ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわはしご１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわきゅうじょ１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわはんそう１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわしえん１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

きゅうきゅうよしかわ１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

きゅうきゅうよしかわ２０ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわよぼう１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

携
帯
型 

よしかわ１０１ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０２ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０３ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０４ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０５ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０６ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０７ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０８ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ１０９ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ２０１ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ２０２ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわ２０３ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

可搬型 

よしかわしきほんぶ１ VM1170 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわつうしんかんり１ VM1170 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわつうしんかんり２ VM1170 ①②③④⑤⑥ ５W 

 

南
分
署 

移
動
局 

よしかわみなみ１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわみなみ２ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

きゅうきゅうよしかわみなみ１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

きゅうきゅうよしかわみなみ２ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

携
帯
型 

よしかわみなみ１０１ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわみなみ１０２ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわみなみ１０３ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわみなみ１０４ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわみなみ１０５ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

よしかわみなみ１０６ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

松
伏
消
防
署 

移
動
局 

まつぶし１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

まつぶし２ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

まつぶししえん１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

きゅうきゅうまつぶし１ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

よしかわ１０ VM1168 ①②③④⑤⑥ １０W 

携
帯
型 

まつぶし１０１ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

まつぶし１０２ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

まつぶし１０３ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

まつぶし１０４ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

まつぶし１０５ VM1171 ①②③④⑤⑥ ５W 

チャンネル ①活動波(消防波) ②活動波(救急波)  ③主運用波 ④統制波１ ⑤統制波２ ⑥統制波３ 
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７ 消防無線設備（署活動用無線） 
区分 

署別 
局名 呼出名称 形式 チャンネル 出力規格 

吉
川
消
防
署 

移
動
局 

よしかわしょかつ１ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ２ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ３ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ４ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ５ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ６ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ７ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ８ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ９ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１０ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１１ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１２ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１３ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１４ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１５ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１６ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１７ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１８ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ１９ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

しれいしょかつ１ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

南
分
署 

移
動
局 

みなみしょかつ１ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ２ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ３ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ４ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ５ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ６ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ７ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ８ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ９ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ１０ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

みなみしょかつ１１ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

松
伏
消
防
署 

移
動
局 

まつぶししょかつ１ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ２ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ３ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ４ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ５ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ６ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ７ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ８ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

まつぶししょかつ９ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ２０ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ２１ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ２２ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

よしかわしょかつ２３ ＳＲ９２０Ｕ１ ①②③④⑤ １W 

チャンネル ①活動波１ ②活動波２ ③関東共通波 ④防災相互波 ⑤緊急消防援助隊１波～１７波 
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０
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携
　
帯

吉
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南
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０
２

松伏町防災行政無線

松伏町消防団

吉川市消防団

吉

川

２

警防課

予防課

応援協定消防本部

吉

川

１

０

５

吉

川

支

援

１

吉

川

搬

送

１

吉

川

２

０
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０
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１

０
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吉
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吉
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通
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理
１

吉

川

１

０

３

吉

川

１

０

４
携
　
帯

携
　
帯

救
工
車

吉

　
川

　
署

吉

川

化

学

１

松　伏　町　役　場

携
　
帯

吉

川

１

０

６

吉

川

警

防

１

吉

川

１

０

２
搬
送
車
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防
車
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査
車

携

帯

吉

川

１

０

１

吉

川

救

助

１
携
　
帯

携
　
帯

救
急
車

支
援
車

吉

川

梯

子

１

救
急
吉
川
２
０

吉
川
通
信
管
理
２
可

搬

可

搬

吉川市防災行政無線

車両運用端末装置

吉

川

指

揮

１

東　京　電　力

ガ　ス　会　社

Ｎ　Ｔ　Ｔ

病　院　・　診　療　所

埼玉県救急医療情報システム

受 令 消防本部

順
次
指
令
装
置
・
E
メ
ー

ル
指
令
装
置 吉

川

２

０

１

吉

川

１

０

８

吉

川

予

防

１

吉

川

指

揮

本

部

１

吉
川
南
１
０
５

携
　
帯

携
　
帯

可

搬

８　消防通信系統図
令和８年４月１日現在

（聴  覚  ＦＡＸ）

加　 入　 電 　話

（Ｎｅｔ１１９システム）

（ヘ ル プ ネ ッ ト）

ＩＰ電話１１９番

吉　川　市　役　所

埼　玉　県　警　察

埼 玉 県 消 防 課

吉 川 市 水 道 課

越谷・松伏水道企業団

１　１　９　番
吉　川　・　松　伏

携帯電話１１９番

テ レ ホ ン ガ イ ド

（緊 急 通 報  システム）

（映像通報システムLive119）

救

急

吉

川

１

吉

川

１

０

９

総務課

車両運用
端末装置

調
査
車

携
　
帯

携
　
帯

吉
川
南
１
０
６
携
　
帯

携
　
帯

携
　
帯

携
　
帯

南

分

署

受
 

令

車両運用
端末装置

指
揮
車

化
学
車

吉川消防署　   ２０台

梯
子
車

南分署　　　    １１台

携
　
帯

救
急
車

※吉川予防２号車（調査車）は車載無線機積載なし

松伏消防署　　１３台

署活動用無線局

（東埼玉消防指令センター）

ひがしさいたましれい

※（ ）は東埼玉指令センター単独施設を示す

吉川消防署 通信室

よしかわしょうぼう
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９ 消防機関配置状況 

 

 

埼玉県 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

松伏町                    吉川市 
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第７分団 

 

第１分団 

 

第３分団 

 

団
本
部 

 

第９分団 

 

第１３分団 

 

第１２分団 

 

第６分団 

 

第５分団 

 

第１１分団 

 

第２分団 

 
第４分団 

 

第１分団 

 

松伏町 

第２分団 

 

第３分団 

 

第４分団 

 

第１０分団 

 

第５分団 

 

第６分団 

 

消防本部 

   消防署 

消防団本部 

消防団機械器具置場 

 

 

団
本
部 

吉川市 

松
伏
署 

 

南分署 

 

第７分団 

 

吉
川
署 

 

消
防
本
部 

松伏町消防団 

 
吉川市消防団 

 

吉川松伏消防組合 

 

第８分団 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消防職員 

 

ここでは消防組合に所属する職員の概要について記載しています。 

近年の複雑多様化かつ大規模広域化する災害に的確に対応していくため、消防大学校、埼

玉県消防学校等での教育訓練や技能資格取得の充実、また、火災調査研修、ハラスメント対策

など消防本部内における研修を実施し、職員個々の資質の向上を目指しています。 

 

 

 

 

 

 



35

１ 階級別の職員数と年齢

令和８年４月１日現在［単位:人］

階級

区分
消防監

消防
司令長

消防
司令

消防
司令補

消防
士長

消防
副士長

消防士 再任用
事務
職員
(派遣)

計

２０歳

未 満
1 1

２０歳

～

２４歳
16 16

２５歳

～

２９歳
16 16

３０歳

～

３４歳
14 5 1 20

３５歳

～

３９歳
2 23 25

４０歳

～

４４歳
16   3 1 20

４５歳

～

４９歳
4 16 20

５０歳

～

５４歳
5 15 8 28

５５歳

以 上
1 4 3 3 1 12

計 1 9 22 45 40 22 17 1 1 158

平均
年齢
（歳）

59.0 54.1 51.3 46.1 35.5 28.5 21.8 63.0 34.0 43.7
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２ 配置状況

令和８年４月１日現在［単位:人］

階級

区分
消防監

消防
司令長

消防
司令

消防
司令補

消防
士長

消防
副士長

消防士 再任用
事務
職員
(派遣)

計

本 部 1 3 5 7 7 3 1 27

吉 川 署 4 9 20 14 12 8 １ 68

松 伏 署 1 4 11 8 6 3 33

南 分 署 1 4 7 11 4 3 30

計 1 9 22 45 40 22 17 1 1 158

３ 階級別勤続年数

令和８年４月１日現在［単位:人］

階級

区分

消
防
監

消
防
司
令
長

消
防
司
令

消
防
司
令
補

消
防
士
長

消
防
副
士
長

消
防
士

再
任
用

事
務
職
員

派遣

計

０～４年 14 1 1 16

５～９年 14 3 17

１０～１４年 １ 18 7 26

１５～１９年 5 21 1 27

２０～２４年 12 1 13

２５～２９年 4 12 16

３０～３４年 3 16 13 32

３５年以上 1 6 2 2 11

計 1 9 22 45 40 22 17 1 1 158
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４ 消防吏員学校研修状況

令和８年４月１日現在［単位:人］

実施機関 研修区分
令和５年度

修了者

令和６年度

修了者

令和７年度

修了者

現職員

修了者

消

防

大

学

校

上級幹部科 2

幹部科 1 9

予防科 2

救急科 2

救助科 3

消防団活性化推進コース 1

火災調査科 2

女性活躍推進コース １ 1

小   計 １ 1 0 22

埼

玉

県

消

防

学

校

上級幹部科 1

中級幹部科 2

初級幹部科 1 1 1 19

幹部特別課程 5

実科指導員教育 2 10

救急Ⅰ課程・Ⅱ課程 4

救急科・標準課程 3 3 2 122

警防科 1 1 19

警防活動教育 2 1 1 21

特殊災害科 1 8

予防科 6

予防査察科 2 14

火災調査科 2 1 14

救助科 1 1 1 42

水難救助員教育 2

はしご科 1

初任教育 1 1 1 152

実火災訓練指導者教育 1

実火災訓練教育 2 2 17

指導救命士養成研修 1 4

小   計 16 13 7 464

合    計 17 14 7 486

救急救命士養成状況

実施機関
令和５年度

修了者

令和６年度

修了者

令和７年度

修了者

現職員

修了者

東京研修所 1 1 1 16

埼玉研修所 7

九州研修所 1

その他（資格者採用） 5

合   計 １ １ １ 29
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５ 免許 ・ 資格取得状況

令和８年４月１日現在［単位：人］

・運転免許証
普通 第１種 157

中型 限定解除含 44

大    型 第１種 114

自動２輪
普通 32

大型 10

２級湖川小出力船舶操縦士 73

４級小型船舶操縦士 6

５級小型船舶操縦士 6

・無線従事者免状

特殊無線技士
陸上

第１級 1
第２級 34
第３級 121

航空 2
アマチュア無線技士 2

・危険物取扱者免状

甲種 3

乙種

第１類 11

第２類 11

第３類 11

第４類 43

第５類 9

第６類 9

丙種 24
・消防設備士免状

甲   種

第１類 3

第２類 1

第３類 1

第４類 1

第５類 3

乙  種

第４類 3

第６類 9

第７類 3
・救急資格

救急救命士 29
・労働安全衛生法による免許証

潜水士 69

第１種衛生管理者 7

労働安全衛生法による技能講習等
チェーンソー以外の振動工具
に関する安全衛生教育

2

第２種酸素欠乏作業主任者
技能講習

37

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

21

ワイヤーロープ安全点検基準講習 2

・労働安全衛生法による技能講習等

玉掛け技能講習 88

小型移動式クレーン技能講習 84

衛生推進者講習 2

車両系建設機械運転講習
（整地、積込用及び掘削用）

4

移動式クレーン定期自主検査者
技能講習

26

フォークリフト技能講習 1

高所作業車運転技能講習 5

アーク溶接技能講習 12

ガス溶接技能講習 4

チェーンソー
(伐木等の業務)特別教育

30

自由研削砥石取替作業特別教育 5

特定化学物質等作業主任者 9

低圧電気取扱業務教育講習 2

振動工具の取扱い作業者 5

ロープ高所作業者特別教育 10

テールゲートリフター操作講習 5

・その他の資格等
第２種電気工事士 12

毒物・劇物取扱者（一般） 4
高圧ガス製造保安責任者
（丙種化学）

2

防火管理者講習 3

ＰＴＣＪ研修 1

ＪＰＴＥＣ 59

ＩＣＬＳ 21

ＢＬＳ 5

ＰＣＥＣ 13

ＩＴＬＳ 15

MCLS 34

無人航空機操縦者技能証明 3

※他基準項目外資格有



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



予防 

 

ここでは、予防に関する建築確認同意件数、防火対象物数、危険物施設数及び査察

状況などを記載しています。 

火災による被害を軽減し、安心・安全な社会を構築するため、火災予防対策は最も

重要な消防行政です。 

一般住宅に向けては、火災による被害を軽減するために放火火災防止対策の取り

組み、防炎製品並びに住宅用火災警報器及び感震ブレーカーの普及を進めるとともに、

住宅用火災警報器が設置されている住宅については、適正な維持管理を進めておりま

す。 

また、放火火災防止対策として市町民、事業所及び地域で努力して取り組んで頂き

たい事項を消防組合の火災予防条例に規定しました。 

査察行政においては、違反対象物の公表制度が平成３０年１０月１日から始まりまし

た。この制度は建物利用者の方が自ら火災危険に関する情報を入手し、安心して建物

を利用することが出来るよう、重大な消防法令違反のある建物をホームページなどで公

表するものです。 

今後も防火防災意識の更なる向上のために、引き続き指導強化の徹底に努めます。 

 

＜放火火災防止対策＞ 



吉川市 松伏町 計

イ 劇場、映画館等 3 3

ロ 集会場、公会堂等 14 13 27

イ キャバレー、カフェー等

ロ 遊技場、ダンスホール等 4 1 5

ハ 風俗営業等

ニ カラオケボックス等

イ 料理店等 3 1 4

ロ 飲食店等 31 8 39

(4) 百貨店、マーケット等 65 25 90

イ 旅館、ホテル等

ロ 共同住宅等 637 89 726

イ 病院、診療所等 22 14 36

ロ 老人短期入所施設、老人福祉施設等 21 7 28

ハ 老人デイサービス等 36 18 54

ニ 幼稚園等 13 2 15

(7) 学校等 38 20 58

(8) 図書館、博物館等

イ 蒸気浴場等 1 1

ロ 一般公衆浴場等

(10) 車両停車場等 4 4

(11) 神社、寺院等 15 15 30

イ 工場、作業所等 257 131 388

ロ スタジオ等

イ 車庫等 13 1 14

ロ 格納庫

(14) 倉庫 139 79 218

(15) 前各項以外 132 54 186

イ 特定用途の存する複合 143 20 163

ロ イ以外の複合用途 62 10 72

(17) 重要文化財等

1,652 509 2,161

(16)

合計

(3)

(5)

(6)

(9)

(12)

(13)

(2)

令和８年４月１日現在（単位：棟）

用途別

(1)

１　防火対象物数（１５０㎡以上のもの）
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対
象
物
数

３

階

４

階

５

階

６

階

７

階

８

階

９

階

１０

階

１１

階

１２

階

１３

階

14

階

15

階

イ 劇場、映画館等

ロ 集会場、公会堂等 2 1 1

イ キャバレー、カフェー等

ロ 遊技場、ダンスホール等

ハ 風俗営業等

ニ カラオケボックス等

イ 料理店等 1 1

ロ 飲食店等 2 2

(4) 百貨店、マーケット等 3 3

イ 旅館、ホテル等

ロ 共同住宅等 363 223 15 78 11 13 9 2 3 5 1 1 2

イ 病院、診療所等 10 6 3 1

ロ 老人短期入所施設、老人福祉施設等 13 12 1

ハ 老人デイサービス等 1 1

ニ 幼稚園等

(7) 学校等 23 11 12

(8) 図書館、博物館等

イ 蒸気浴場等

ロ 一般公衆浴場等

(10) 車両停車場等

(11) 神社、寺院等 4 4

イ 工場、作業所等 47 43 4

ロ スタジオ等

イ 車庫等 2 1 1

ロ 格納庫

(14) 倉庫 26 15 5 4 1 1

(15) 前各項以外 38 29 2 4 2 1

イ 特定用途の存する複合 80 52 12 9 1 5 1

ロ イ以外の複合用途 41 33 4 2 1 1

(17) 重要文化財等

656 435 61 99 16 19 12 2 3 5 1 1 2

590 384 50 96 16 19 11 2 3 5 1 1 2

66 51 11 3 1

(9)

(12)

(13)

　　　　　　　　　　　　　区　　分

用途別

(1)

(2)

２　中高層防火対象物数
令和８年４月１日現在（単位：棟）

(3)

(5)

(6)

市
町
別

吉 川 市

松 伏 町

(16)

合　　　　　　　　　　　　　計
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吉川市 松伏町 計 吉川市 松伏町 計

消火器具 44 11 55

屋内消火栓設備
（パッケージ型消火設備含）

6 6 8 1 9

スプリンクラー設備
(パッケージ型自動消火設備含）

3 3 6 6

水噴霧消火設備

泡消火設備 1 1

不活性ガス消火設備 1 1

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備 1 1 2 2

屋外消火栓設備 1 1

動力消防ポンプ設備

自動火災報知設備 53 9 62 70 13 83

ガス漏れ火災警報設備

漏電火災警報器

消防機関へ通報
する火災報知設備

3 3 3 3

非常警報器具・設備 11 11

避難器具 13 13 14 14

誘導灯・誘導標識 76 15 91

消防用水 1 1

消火活動上必要な施設

総合操作盤

合計 81 10 91 235 40 275

３　消防用設備等の着工及び設置届出状況

令和７年度（単位：件）

　　　　　　　　　　　　　　　　　区分

種類

着工届 設置届
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届出別 計

防火対象物使用開始届 167

防火管理者選解任届 113

禁止行為の解除承認申請 15

消防計画届 124

圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱届 2

液化石油ガス法に基づく届 17

少量危険物届 5

少量危険物廃止届 2

厨房設備設置届

変電設備設置届 9

発電設備設置届 3

ボイラー設備設置届 3

蓄電池設備設置届 1

給湯湯沸設備設置届 2

乾燥設備設置届 7

ヒートポンプ冷暖房設備設置届 4

合計 474

４　各種届出状況

88

松伏町

18

20

2

吉川市

95

104

134 33

令和７年度（単位：件）

5

14

10 5

12

8 1

2

386

3

3

1

2

5 2

4
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新築 その他 新築 その他

（１）イ　　劇場、映画館、演芸場又は観覧場 1 1

（２）ロ　　遊技場又はダンスホール

（３）ロ　　飲食店

（４）　　   百貨店、マーケット等 5 1 6

（５）ロ　  共同住宅等 29 29

（６）イ　　病院・診療所等 1 1 2

（６）ハ　  老人デイサービス等 1 1

（６）ロ　  特別養護老人ホーム等 1 1

（１０） 　　車両の停留場等 2 1 3

（１１） 　　神社等 1 1

（１２）イ　 工場、作業所等 3 1 1 5

（１３）イ　 自動車車庫又は駐車場　 1 1

（１４）　　 倉庫等 3 1 2 6

（１５）　　 前各項以外 7 5 12

（１６）イ　複合用途防火対象物で特定用途部分を有するもの 2 2

（１６）ロ　イ以外の複合用途 1 1

専用住宅 57 3 9 1 70

長屋 17 2 19

その他

合計 131 4 20 5 160

５　建築確認同意件数

計

令和７年度（単位：件）

吉川市 松伏町
用途別
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　　　 単位：件

単位：件

６　建築確認同意事務処理件数推移

７　建築確認同意用途別処理件数（前年度比）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

0 10 20 30 40 50 60 70 80

長屋

専用…

（１６）ロ

（１６）イ

（１５）

（１４）

（１３）イ

（１２）イ

（１１）

（１０）

（ ６ ）ハ

（ ６ ）ロ

（ ６ ）イ

（ ５ ）ロ

（ ４ ）

（ ３ ）ロ

（ １ ）イ

令和７年度

令和６年度
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防火管理者 消防計画

イ 劇場、映画館等 2 2 2

ロ 集会場、公会堂等 28 9 9

イ キャバレー、カフェー等

ロ 遊技場、ダンスホール等 4 4 4

ハ 風俗営業等

ニ カラオケボックス等

イ 料理店等 4 4 4

ロ 飲食店等 30 29 29

(4) 百貨店、マーケット等 58 46 43

イ 旅館、ホテル等

ロ 共同住宅等 62 48 48

イ 病院、診療所等 10 9 9

ロ 老人短期入所施設、老人福祉施設等 25 24 24

ハ 老人デイサービス等 35 34 34

ニ 幼稚園等 6 6 6

(7) 学校等 18 18 18

(8) 図書館、博物館等

イ 蒸気浴場等 1 1 1

ロ 一般公衆浴場等

(10) 車両停車場等

(11) 神社、寺院等 3 3 3

イ 工場、作業所等 27 21 20

ロ スタジオ等

イ 車庫等

ロ 格納庫

(14) 倉庫 17 15 15

(15) 前各項以外 31 22 21

イ 特定用途の存する複合 82 74 69

ロ イ以外の複合用途 9 6 4

(17) 重要文化財等

452 375 363

(13)

(16)

合計

(2)

(3)

(5)

(6)

(9)

(12)

(1)

８　防火管理者及び消防計画の届出状況
令和８年４月１日現在（単位：件）

用途別
防火管理者
及び消防計画
届出対象物数

左記のうち届出済対象物
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屋
内

屋
外
タ
ン
ク

屋
内
タ
ン
ク

地
下
タ
ン
ク

簡
易
タ
ン
ク

移
動
タ
ン
ク

屋
外

計

給
油

販
売

一
般

計

2 34 3 23 27 87 27 18 45 134

15 7 3 1 26 7 8 15 41

2 49 3 30 30 1 113 34 26 60 175

屋
内

屋
外
タ
ン
ク

屋
内
タ
ン
ク

地
下
タ
ン
ク

簡
易
タ
ン
ク

移
動
タ
ン
ク

屋
外

計

給
油

販
売

一
般

計

設置 3 3 1 1 4

変更 1 1 2 3 5 6

設置 6 6 1 1 2 8

変更 1 4 5 5

2 1 3 3

3 2 1 6 1 1 7

水張

水圧

2 28 4 10 19 61 15 19 34 97

1 1 1 2

その他の届出

予防規程（制定・変更）

仮使用承認

廃止届

仮貯蔵・取扱

完成検査

タンク検査
済証交付

施設数（吉川市）

施設数（松伏町）

施設数（合計）

許可

令和７年度(単位：件)

　　　　　　　　　　　　区分

製
造
所

貯蔵所 取扱所

合
計

取扱所

合
計

令和８年４月１日現在(単位：件)

９　危険物施設関係

　　　　　　　　　　　　区分

製
造
所

貯蔵所
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定期 特別 臨時 確認 合計 定期 特別 臨時 確認 合計

2 2

3 3

3 3

1 1

29 29

13 13 1 1

27 27 9 9

20 20 第１種

8 8 第２種

1 1

15 15
ボイラー
等消費

容器詰替

3 3 その他

48 48

1 1

10 10

13 13

60 60

22 22

4 4

　地下街

　準地下街

197 197 245 245小計 合計

16の2

16の3

17 重要文化財等

18 アーケード等

19 市町村長の指定する山林

20 自治省令で定める舟車 小計

15 　　前各項以外

16
イ　特定用途の存する複合

ロ　イ以外の複合用途

14 　　倉庫

13
イ　車庫等

ロ　格納庫等

12
イ　工場、作業所等

11 　　神社、寺院等

移送車両

ロ　スタジオ等 高圧ガス

運搬車両

8 　　図書館、博物館等 小計

9
イ　蒸気浴場等 指定可燃物

ロ　一般公衆浴場等 政令届出物質

10 　　車両停車場等

ハ　老人デイサービス等

ニ　幼稚園等

7 　　学校等

煙火消費

ハ　風俗営業等 地下タンク

ニ　カラオケボックス等 簡易タンク

4 　　百貨店、マーケット等

取扱所

給油

5
イ　旅館、ホテル等 販売

ロ　共同住宅等

6

イ　病院、診療所等

ロ　老人短期入所施設、老人福祉施設等 一般

1
イ　劇場、映画館等 製造所

ロ　集会場、公会堂等

貯蔵所

屋内

2

イ　キャバレー、カフェー等 屋外タンク

ロ　遊技場、ダンスホール等

3
イ　料理店等 移動タンク

ロ　飲食店等 屋外

屋内タンク

１０　査察の状況（防火対象物・危険物施設等）
令和7年度（単位：件）

対象区分
査察の種類

対象区分
査察の種類
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火 災 
 

ここでは消防組合の管轄する吉川市及び松伏町の火災概要を記載しています。 

令和７年中の総出火件数は４２件でした。前年から９件増加しています。 

火災種別では、建物火災１６件、車両火災６件、その他の火災２０件となっており、出火原因

別でみると「放火」及び「放火の疑い」が合わせて６件、「枯草焼」８件と増加がみられます。 

損害額は、１５２，４２６千円で前年から１０７，７１１千円増額しています。 

また、火災による死者は１名、負傷者は２名で前年から１名減少しているものの、死傷者の発

生は依然として後を絶ちません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災とは「人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要があ

る燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利

用を必要とするもの、又は人の意図に反し発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。」と定義され

ています。 



29,410 134,689739.13 0.44 14,391.02 22,987 78,913 3,379令和5年 9 7 1 13 30

9,827.65 34,278 8,663 1,622 152 44,715

6 408

令和6年 3 5 14 22 571.56 22.19

982.50 40212月

129,114 2,100 79 131,293

14

11月 1 2 3 451.86 0.08

0.53 13 110月 2 2

320 320

80 7,650

9月

133.18 6,235 1,315 208月 1 1

83 1 84

1

7月 1 2 3 5.10

16月 1 1

24.02 65 60 125

19 4,687

5月 1 1 2 8.32 0.04

124.37 2,233.49 4,350 303 154月 1 1 1 3

690.50 443 7 450

7,371

3月

52.58 0.20 1,108.96 7,361 102月 2 1 3

8,553.90 10 13 23

125 152,426

1月 1 1

770.31 5.95 13,593.37 147,221 3,741 1,339令和7年 5 3 11 19

建 物 火 災
車
両

そ
の
他

合
計建物 収容物

部
分
焼

ぼ
や

合
計

床
面
積

建
物

表
面
積

建
物

の
面
積

そ
の
他

6 7 19

　　区分

年月

焼 損 棟 数 焼損面積（㎡） 損害見積額（千円）

全
焼

半
焼

31

令和5年 15 7 19 41 1 3 4 1

4 4 2 11 13令和6年 15 2 16 33

2

12月 1 5 6

1 1 1 1

1 1

11月 2 1 3

10月 2 2

1 1 2

9月 1 1

4

8月 1 1 2

1 1

1 1 6

7月 3 3

6月 1 1

1 1

1 2 4

5月 2 1 1 4

4月 1 1 2 1 1 1

1 2 3

3月 1 3 4

1

2月 3 6 9 1

1 1 1 1

8 11 22

1月 1 4 5

合
計

令和7年 16 6 20 42 1 2 3 3

死
者

傷
者

合
計

全
損

半
損

小
損

１　火災発生状況総括表　

　　区分

年月

火 災 件 数 死 傷 者 り 災 世 帯
り
災
人
員

建
物

車
両

そ
の
他

合
計

48



14411.38 5,721.26 95 41 8令和5年 2 1 10 13

3,750.46 18,223 8,620 35 131 27,009

4 406

令和6年 2 4 7 13 151.20 10.21

982.50 40212月

129,114 2,100 25 131,239

1

11月 1 2 3 451.86 0.08

110月 1 1

20

9月

208月

83 1 84

1

7月 1 1 2 5.10

16月 1 1

24.00 65 60 125

19 4,687

5月 1 1 8.32

124.37 2,233.49 4,350 303 154月 1 1 1 3

43.70 443 6 449

7,342

3月

48.02 1,040.89 7,333 92月 1 1

8 8

37 144,362

1月

632.57 5.18 4,324.58 140,945 2,415 965令和7年 3 3 6 12

建 物 火 災
車
両

そ
の
他

合
計建物 収容物

部
分
焼

ぼ
や

合
計

床
面
積

建
物

表
面
積

建
物

の
面
積

そ
の
他

6 6 18

　　区分

年月

焼 損 棟 数 焼損面積（㎡） 損害見積額（千円）

全
焼

半
焼

19

令和5年 9 2 6 17 1 1

3 3 2 7 9令和6年 9 1 9 19

2

12月 1 3 4

1 1 1 1

1 1

11月 2 2

10月 1 1

9月

4

8月 1 1

1 1

1 1 6

7月 2 2

6月 1 1

1 1

1 2 4

5月 1 1 2

4月 1 1 2 1 1 1

1 1

3月 1 2 3

2月 1 5 6 1

1月 1 1

2 3 5 8 17

半
損

小
損

合
計

令和7年 9 4 12 25 1 1

そ
の
他

合
計

死
者

傷
者

合
計

全
損

２　吉川市火災発生状況　

　　区分

年月

火 災 件 数 死 傷 者 り 災 世 帯
り
災
人
員

建
物

車
両

49



29,410 134,545727.75 0.44 8,669.76 22,892 78,872 3,371令和5年 7 6 1 3 17

6,077.19 16,055 43 1,587 21 17,706

2 2

令和6年 1 1 7 9 420.36 11.98

12月

54 54

13

11月

0.53 1310月 1 1

320 320

80 7,630

9月

133.18 6,235 1,3158月 1 1

7月 1 1

6月

0.025月 1 1 0.04

4月

646.80 1 1

29

3月

4.56 0.20 68.08 28 12月 1 1 2

8,553.90 10 5 15

88 8,064

1月 1 1

137.74 0.77 9,268.80 6,276 1,326 374令和7年 2 5 7

建 物 火 災
車
両

そ
の
他

合
計建物 収容物

部
分
焼

ぼ
や

合
計

床
面
積

建
物

表
面
積

建
物

の
面
積

そ
の
他

1 1

　　区分

年月

焼 損 棟 数 焼損面積（㎡） 損害見積額（千円）

全
焼

半
焼

12

令和5年 6 5 13 24 1 2 3 1

1 1 4 4令和6年 6 1 7 14

12月 2 2

11月 1 1

10月 1 1

1 1 2

9月 1 1

8月 1 1

7月 1 1

6月

5月 1 1 2

4月

1 1 2

3月 1 1

1

2月 2 1 3

1 1 1 11月 1 3 4

1 3 3 5

半
損

小
損

合
計

令和7年 7 2 8 17 1

そ
の
他

合
計

死
者

傷
者

合
計

全
損

３　松伏町火災発生状況　

　　区分

年月

火 災 件 数 死 傷 者 り 災 世 帯
り
災
人
員

建
物

車
両
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建物 車両 その他 建物 車両 その他
たばこ 1 1 2
こんろ 1 1
かまど
風呂かまど
炉
焼却炉
ストーブ
こたつ
ボイラー
煙突・煙道
排気管 2 2
電気機器 1 1 1 3
電気装置 1 1 2
電灯・電話等の配線 1 1 2
内燃機関
配線器具 1 1 2
火あそび
マッチ・ライター
たき火
枯草焼 3 5 8
溶接機・溶断機 1 1
灯火
衝突の火花
取灰 1 1
火入れ 1 1
放火 1 2 3
放火の疑い 3 3
その他 1 1 1 2 5
不明・調査中 3 2 1 6

合　　　計 9 4 12 7 2 8 42

４　原因別出火状況
令和7年中

                         区分
  原因

吉川市 松伏町 計

1

2

3

4

5

6

7

8

た
ば
こ

こ
ん
ろ

か
ま
ど

風
呂
か
ま
ど

炉 焼
却
炉

ス
ト
ー
ブ

こ
た
つ

ボ
イ
ラ
ー

煙
突
・煙
道

排
気
管

電
気
機
器

電
気
装
置

電
灯
・電
話
等
の
配
線

内
燃
機
関

配
線
器
具

火
あ
そ
び

マ
ッ
チ
・ラ
イ
タ
ー

た
き
火

枯
草
焼

溶
接
機
・溶
断
機

灯
火

衝
突
の
火
花

取
灰

火
入
れ

放
火

放
火
の
疑
い

そ
の
他

不
明
・調
査
中

2

1

2

3

2 2 2

8

1 1 1

3 3

5

6
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６時 ～ ７時

７時 ～ ８時 1 1

８時 ～ ９時 1 1 2

９時 ～ １０時

１０時 ～ １１時 4 1 5

１１時 ～ １２時 1 1

１２時 ～ １３時 1 3 4

１３時 ～ １４時 3 3

１４時 ～ １５時 2 1 3

１５時 ～ １６時 2 2

１６時 ～ １７時 1 3 4

１７時 ～ １８時 5 5

１８時 ～ １９時 2 2

１９時 ～ ２０時 1 1 2

２０時 ～ ２１時 1 1 2

２１時 ～ ２２時 1 1

２２時 ～ ２３時 1 1

２３時 ～ ０時 1 1

０時 ～ １時

１時 ～ ２時

２時 ～ ３時

３時 ～ ４時

４時 ～ ５時 2 2

５時 ～ ６時 1 1

5 29 1 1 6 42

５　覚知時間別火災発生状況

令和7年中

　　　　　　　覚知方法
時間別

1
1
9

火
災
報
知

携
帯

1
1
9

加
入
電
話

警
察
専
用

駆
け
込
み

事
後
聞
知

そ
の
他

合
計

昼

間

夜

間

合 計
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曜　日 件　数

日曜日 4

月曜日 6

火曜日 6

水曜日 6

木曜日 6

金曜日 6

土曜日 8

合　計 42

種別 件数

建物 16

車両 6

その他 20

計 42

・初期消火の有無 ・初期消火効果の有無 ・初期消火の方法

備考：初期消火方法の「その他」は「水バケツ」、「踏み消す」など

６　曜日別火災発生状況

７　火災種別状況

８　初期消火等状況

日曜日
10%

月曜日
15%

火曜日
14%

水曜日
14%

木曜日
14%

金曜日
14%

土曜日
19%

0

5

10

15

20

建物 車両 その他

16

6

20

効果

有

67%

効果

無

33%

消火器

13%

水道水

52%

その他

35%初期消火

有 55％

初期消火

無 45％
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地域別 件数 地域別 件数 地域別 件数 地域別 件数

上内川 1 木売 関新田２丁目 魚沼 2

下内川 木売１丁目 1 鹿見塚 大川戸 5

拾壱軒 1 木売２丁目 小松川 金杉 2

南広島 木売３丁目 吉屋 築比地 2

旭 高富 1 吉屋１丁目 田島

八子新田 高富１丁目 吉屋２丁目 田島東

鍋小路 1 高富２丁目 加藤 1 田島南

川藤 1 高久 皿沼 松伏 5

須賀 高久１丁目 皿沼１丁目 上赤岩

吉川 高久２丁目 皿沼２丁目 下赤岩

吉川１丁目 中曽根 1 二ツ沼 田中１丁目

吉川２丁目 中曽根１丁目 二ツ沼１丁目 田中２丁目

平沼 中曽根２丁目 1 二ツ沼２丁目 田中３丁目

平沼１丁目 道庭 半割 ゆめみ野１丁目

保 1 道庭１丁目 中島 ゆめみ野２丁目

保１丁目 道庭２丁目 中島１丁目 ゆめみ野３丁目

中野 富新田 中島２丁目 ゆめみ野４丁目

関 会野谷 中島３丁目 ゆめみ野５丁目

川野 会野谷１丁目 1 三輪野江 4 ゆめみ野６丁目

川富 会野谷２丁目 1 三輪野江１丁目 ゆめみ野東１丁目

吉川団地 上笹塚 三輪野江２丁目 ゆめみ野東２丁目

新栄１丁目 上笹塚１丁目 飯島 3 ゆめみ野東３丁目 1

新栄２丁目 上笹塚２丁目 土場 ゆめみ野東４丁目

共保 上笹塚３丁目 美南１丁目 松葉１丁目

栄町 1 中井 美南２丁目 松葉２丁目

中川台 中井１丁目 美南３丁目 1 松伏町合計 17

きよみ野1丁目 中井２丁目 美南４丁目 1

きよみ野2丁目 中井３丁目 美南５丁目 1

きよみ野3丁目 深井新田 中央１丁目

きよみ野4丁目 平方新田 中央２丁目

きよみ野5丁目 関新田 中央３丁目 1

木売新田 1 関新田１丁目 常磐自動車道

25

９　地域別火災発生状況

令和7年中

吉川市合計
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救急 

 

ここでは救急活動や救命講習などの概要について記載しています。 

年々増加する救急需要と救命処置の高度化に応えるため、救急隊員及び消防隊員のうち１８

名が救急救命士として救急業務に従事しています。 

今後においても、救急救命士の養成及び各資格取得について計画的に養成し、救命率の向

上に努めます。 

令和７年中における吉川松伏消防組合管内の救急業務は、救急出動件数５，２０４件（対前年

比１６８件減）、搬送人員４，３４９人（対前年比２４３人減）でした。 

救急出動の中には、緊急性のない救急要請も増え、真に緊急を要する傷病者への対応に支

障を及ぼすことが危惧されることから、救急キャンペーンや出前講座等を通して、救急車の適正

利用や救急電話相談等の普及啓発を行いました。 

救急隊が救急現場に到着するまでの応急手当の有無が救命率を左右することから、自動体

外式除細動器（ＡＥＤ）の取り扱いを含めた人工呼吸及び胸骨圧迫のいわゆる心肺蘇生法を主

とした救命講習会を開催し、積極的に応急手当の普及啓発を図っています。 

救急隊の活動を支援する救急支援活動の令和７年中の件数は、４５１件（対前年比６５件減）

でした。 

 

 



吉川市

松伏町

その他

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

令和７年における救急出動件数は５，２０４件で、前年と比較すると１６８件減少しており

事故種別では、救急出動件数の約６８％を急病が占めております。

１　救急出動件数の推移
［単位:件］　

火
災

自
然
災
害

水
難

交
通

労
働
災
害

運
動
競
技

一
般
負
傷

加
害

自
損
行
為

急
病

そ
の
他

合
計

令和７年 18 0 6 313 360 5,204

令
　
　
和

市
町
別

11 0 4 220 40

61 21 791 19 54 3,561

月
　
　
　
　
別

2 0

6 0 1 93 21 7 244 4

3,70214 547 15 40 2,529 282

1 0 1 0 0

13 1,028 78 1,495

74 0

1 20 0 0 81

0 0 0 1

0 1 352 29 486

300 29 4373 0 0 25 4 1

2 0 1 22 4 1

68 1 6

0 23 7

245 29 359

67 3 0 278 28 406

26 4 3 66 6 5

400

0 0 1 25 5 2 47 2 3

0 54 1 4 275 351 0

266 25 401

1 0 0 27 12

1 0 0 37 5 2

4734 62 0 9 321 37

0 0 0
7

70 2 7 293 26 443

5 309 35 462年
　
　
中

2 0 1 23 7 1 78 1

74 0

56 2

8 270 34 4242 0 1 27 5 3

1 292 23 4202 0 0 36 5 3

4 356 30 4861 0 0 22 3 1 68 1

5,372

令和５年 16 3 5 339 80 25 731 29

34 760 15 62 3,795 308令和６年 12 0 4 302 80

59 3,753

605 20

332 5,372

令和４年 11 0 7 328 63 5,18419 730 18 62 3,621 325

50 2,817 318 4,190令和３年 11 0

令和２年 16 0 10 284 47 3,98623 564 29 46 2,676 291

3 294 58 14

33 2,856 284 4,203

年 令和元年 令和２年 令和２年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

令和元年 15 0 4 313 62 24 584 28

出動件数 4,203 3,986 4,190 5,184 5,372 5,372 5,204

0 △ 168対前年増減 - △ 217 204 994 188

4,203 
3,986 

4,190 

5,184 
5,372 5,372 

5,204 

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年
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上の表は、救急出動件数を事故種別及び曜日別に分類したものです。　

出動件数を曜日別に見ると、月曜日が最も多く、次いで土曜日となっています。

35日曜日 4 0 2 37

日曜日

731

月曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日火曜日

61 21

84

曜　日

出動件数

２　曜日別出動件数

［単位:件］　

5,204

合
計

808

自
損
行
為

急
病

加
害

731

313

月曜日

水曜日

火曜日

1

6

木曜日

金曜日

土曜日

合　　計 18

0

0

0

一
般
負
傷

2

火
災

自
然
災
害

水
難

交
通

50

57

1

労
働
災
害

0 2 46 10 110

01200

運
動
競
技

0

1

0

9

628 5661

1

4

0

0

41 3

30 68

3

5

501

489

499

486

8

7

0

6

107

118

94

101

759

724

758

705

719

そ
の
他

808 724 758 705

50

360

719 759

52

6

54

130 2 3

514

3,561

8

14

構成比％ 14.0%15.5% 13.9% 14.6% 13.6% 13.8% 14.6%

40

53

131

791

4

19

1

03

52

30 10

1

11

11

506

事故種

曜日別

808 

724 

758 

705 
719 

759 

731 

650

700

750

800

850

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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上の表は、救急出動件数を事故種別及び時間別で分類したものです。

出動件数を時間別で見ると、１０時から１２時までが最も多く、次いで８時から１０時

となっています。

342

3

22-24

9

6

6

6.6%

18-20

532

10.2%

20-22

414

8.0%

15

360

26

54

506

559

532

537

663

364

278

3,561

192

199

358

630

0

0

1

4

7

1

23

42

500

31

40

0

0

2

2

414

4

１２～１４

12

10

37

67

330

2

91

87

0

65

159

436

438

0

0

2

0

0

1

80

0

0

そ
の
他

２～４

６～８

147

253

025

5

15

3 0

2 2090 0 1 10 0 0 31 4

一
般
負
傷

火
災

自
然
災
害

2

8

82

79

96

85

9

56

332

345

36

791

1

2

1

3

3

19

63

88

19

水
難

交
通

1

1

4

61

3

0

2

21

1 0

4

5

470

運
動
競
技

3

18

0

0

0

1

1

0

0

0

7

39

2

2

2

10

0

1

3

11

19

4

２０～２２

合計

２２～２４

39

20

313

2

6

1 0

0

0

３　時間別出動件数
［単位:件］　

5,204

合
計

272

自
損
行
為

急
病

0 10 45 1 1 270 13

加
害

　　種別

時間別

１６～１８

１８～２０

０～２

１４～１６

４～６

８～１０

１０～１２

労
働
災
害

時　間

出動件数

4-6 6-8 8-10

199

構成比％

0-2

272

5.2%

2-4

192

3.7%

342358 630

3.8%

10-12 12-14 14-16

6.9% 12.1% 12.7% 9.7% 10.8%

16-18

663 537 506 559

10.3%

272 

192 199 

358 

630 663 

537 
506 

559 
532 

414 

342 

0

100

200

300

400

500

600

700

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24
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［単位：件］

件数 割合（％）

28 0.5%

243 4.7%

3,629 69.7%

1,248 24.0%

56 1.1%

5,204 100%

［単位：人］

人数 割合（％）

0 0.0%

23 0.5%

628 14.4%

2,765 63.6%

843 19.4%

90 2.1%

4,349 100%計

６０分以上１２０分未満

時間

病院収容所要時間は、平均４８．８分で前年より１．８分短く、令和６年全国平均４４．６分と比べ

ると４．２分長い状況となっています。病院収容所要時間の短縮のため、救急車で救急現場へ

向かっている途中に通報者等へ救急隊から電話での聴取や救急医療機関との連携などの対

応を図っています。

１０分以上２０分未満

と１．６分短い状況となっています。当消防組合では、増加傾向にある救急出動件数により救急

３０分以上６０分未満

１２０分以上

車の到着が遅くなる傾向を懸念し、消防隊による救急支援活動を充実強化するとともに、救急

有資格者で編成した乗換救急隊及び編成救急隊にて増加する救急出動について対応を図って

います。

２０分以上

計

１０分未満　　

１０分以上２０分未満

２０分以上３０分未満

５　病院収容所要時間別搬送人員

現場到着所要時間は、平均８．２分で前年より０．１分短く、令和６年全国平均９．８分と比べる

４　現場到着所要時間別出動件数

時間

３分未満　　

３分以上５分未満

５分以上１０分未満

３分未満
0.5%

３分以上５分未満
4.7%

５分以上１０分未満
69.7%

１０分以上２０分未満
24.0%

２０分以上
1.1%

１０分未満
0.0% １０分以上２０分未満

0.5%

２０分以上３０分未満
14.4%

３０分以上６０分未満
63.6%

６０分以上１２０分未満
19.4%

１２０分以上
2.1%
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構成比（％） 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 1.3% 0.5% 15.4% 0.4% 0.8% 69.4% 6.1% 100.0%

対前年 1 0 1 △ 11 △ 20 △ 14 2 8 △ 11 △ 243

入院に至らない軽症での搬送人員が、全体の５０．６％で過半数となっています。

418

9.6%

1,676

38.6%

搬送人員（人）

構成比（％）

53

1.2%

2,202

50.6%

傷病程度 死亡 軽症中等症

0

0.0%

上の表は、救急搬送人員を事故種別及び傷病程度別に分類したものです。　

重症

4,34935 264合計 2057 671265 3,0172

△ 220 21

そ
の
他

12

0

60

192

急
病

0

16 1,453

0

454

労
働
災
害

運
動
競
技

17

その他

418

1,676

2,202

0

288

53

40

0

432

0 6

13

12

0

0

1

4

13

0

1,231

軽症

死亡

中等症

00

1

0

0

その他

218

36

0

0

0 1

0 1

0

10

0

0重症

0

0

火
災

自
然
災
害

水
難

交
通

自
損
行
為

0

2

６　傷病程度別搬送人員

0

0

一
般
負
傷

4

16

加
害

0 3 0

186

0

0

［単位:人］　

合
計

　　　種別

　程度

50

対前年 △ 11 91 △ 175 △ 147 △ 1

死亡
1.2%

重症
9.6%

中等症
38.6%

軽症
50.6%

その他
0.0%

火災
0.0% 自然災害

0.0%

水難
0.0%

交通
6.1%

労働災害
1.3%

運動競技
0.5%

一般負傷
15.4%

加害
0.4%

自損行為
0.8%

急病
69.4%

その他
6.1%
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2,646

60.8%

上の表は、救急搬送人員を年齢区分別及び事故種別に分類したものです。全年齢において、

急病によるものが最も多く、次に一般負傷や交通事故によるものとなっています。

成人
18歳以上～65歳未満

高齢者
65歳以上

12

0.3%

218

5.0%

152

3.5%

1,321

30.4%

年齢区分

搬送人員

構成比

新生児
生後～28日以内

乳幼児
29日～7歳未満

少年
7歳以上～18歳未満

対前年 △ 2 △ 11

７ 年齢区分別搬送人員
［単位:人］　

合
計

　　　　種別

年齢区分

労
働
災
害

運
動
競
技

自
損
行
為

急
病

加
害

そ
の
他

一
般
負
傷

火
災

自
然
災
害

水
難

交
通

成人

高齢者

12新生児

少年

乳幼児

3

64

0 0 0

0

0

0

0

8

22

2 171

0 0 0

42

20

12

3

0

0

15

0

1

150

0

20

00

0

0

3

0

80

9

218

167

0

8

264

513

2 79

891

1,877

4,349

152

1,321

43

22

93

2,646

167

4

26

5

合計 3,0172 57 6711 265 3517

△ 43 △ 50 △ 137

12 
218 152 

1,321 

2,646 

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

2,750

3,000

新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者
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389

38

0

381

85

389

130

8

11

88

7

18

265

0

260

114

670

671

58

52

2

10

15

3

10

その他

3,017

17

2

9

77

540

49

在宅療法継続

1,826

3,015

80

2,826

1,499

2,946

急病

血圧測定

止血

一般負傷

人工呼吸

2

13

183

心電図

263

116

77

血中酸素飽和度

53

91

20

100

654

61

132

318

聴診器

265

21

66

0

2

11

心肺蘇生

酸素吸入

気道確保

保温

被覆

21

4,349

117

130

19

396

上の表は、救急隊員の行った応急処置の内容です。

傷病者の症状をより詳しく観察するための血中酸素飽和度測定、血圧測定、心電図の測定や

聴診器を使用した心音・呼吸音の聴取が多く行われています。

※　応急処置対象人員の合計は、処置を実施せずに搬送した場合が含まれるため、搬送人員

と相違があります。

８　救急隊員の行った応急処置件数
［単位:件］　

応急処置対象人員

固定

交通事故 左記以外

10

2,125

4,339

4

630

92

658

84

4,097

1,790

4,256

合計
事故種別

応急処置

117 130 19 100 

654 

61 132 
318 

84 

4,097 

1,790 

4,256 

2,125 

4,339 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000
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救急業務の高度化

（１）　医師の具体的指示なしで除細動（電気ショック）

　　救急救命士の処置範囲の拡大により、平成１５年４月から、救急救命士は医師の具体的指

　　示なしで除細動（電気ショック）を行うことが可能となり、迅速な除細動の実施による救命効果

　　の向上が図られています。

（２）　気管挿管

　　救急救命士が行う特定行為のうち、厚生労働大臣の指定する器具による気道確保の方法が

　　一部改正になり、メディカルコントロール体制の下で、気管内チューブを用いた気管挿管が、

　　平成１６年７月１日から実施できることとなりました。これに対応するためには、埼玉県消防学

　　校において６２時間の講習後、病院実習として実際に３０症例の気管挿管をマスターすること

　　とされています。令和８年４月１日現在、１６名の気管挿管認定救命士が救急活動に従事して

（３）　薬剤投与　

　　平成１８年４月１日から救急救命士の薬剤投与（アドレナリン）が実施できることになりました。

　　これに伴い、講習及び病院実習を含めて２２０時間の講習カリキュラムを修了し、令和８年４

　　月１日現在、１８名の薬剤投与認定救命士が救急活動に従事しています。

（４）　心肺停止前の重症傷病者に対する静脈路確保、輸液の確保及び低血糖発作症例への

　　ブドウ糖投与

　　平成２６年４月１日から救急救命処置項目の中に、２項目が追加となりました。令和８年４月

　　１日現在、１８名が認定を受け救急活動に従事しています。　

（５）　メディカルコントロール体制～消防と救急医療連携強化

　　円滑な救急業務を遂行するため、国から「病院前救護体制の確立について」の通知がなされ、

　　消防機関と救急医療機関の連携強化を図るため、平成１５年４月にメディカルコントロール協

　　議会が設置されました。当消防組合では、東部地域の医師会、第２次救急医療圏の救急病

　　院、消防本部及び獨協医科大学埼玉医療センター救命救急センターによる東部地域メディカ

　　ルコントロール協議会に所属し、救急隊員の資質及び救命率の一層の向上を図っています。

　　

　　　　

　　います。

245 1 9 2 257

薬剤投与

0

27

19

1

0

0 3

10

0

食道閉鎖式エアウェイ

除細動

静脈路の確保（輸液）

気管挿管

血糖測定

うちＣＰＡ前 32

エピペン投与

ブドウ糖投与

９　特定行為等実施件数
［単位:件］

　　　　　　　事故種別
応急処置

交通事故 合計急病 一般負傷 左記以外

132

54

2

1

242

0

1

270

0

0

0

0

1

0 0

39

67

11

5

3

0

0 1 35

64

0

62



１１　普通救命講習Ⅱの実施状況

実施数
（回）

3,517 7,020 2,931

受講人数 居住別（人） 性別（人）

受講人数 居住別（人） 性別（人）

13 2 9

3,154 7,771 5,334

再講習 吉川市 松伏町 その他 男 女

１０　普通救命講習Ⅰの実施状況

令和７年 29

実施年
実施数
（回）

吉川市 松伏町 その他

受講人数（人） 居住別（人） 性別（人）

男 女

294 93

再講習

205 29 60 202 92

20

21

17

8

836

949

実施年

令和６年

令和５年

令和４年

令和３年

令和元年まで

合計

127 39 97 170 93

205

263 63

181 25

284 133

8497661897

79179 39 66

54 10

11,845 3,070 6,292 2,766 2,787 6,932 4,913

2521164 18

13,105

53 4 35 15 3 26 27

１２　普通救命講習Ⅲの実施状況

4 0 6 7

6 22 2 14 7 1 11 11

令和７年

令和５年

合計

6

4

実施年
実施数
（回）

令和７年

令和５年

合計 13

令和６年 49 0 30 6

再講習 吉川市 松伏町

33

62

女

15

32

123

232

0

0

9 60 0 41 3 16 5 55

18

28

105

204

8

157

86

13 5 44

60 111 63

令和６年 6 18 0 12 4 2 9 9

令和２年 18 174 132 99 15

その他 男

18

63



0 13 46

4 32 92合計 28 124 20 52 68

0

合計 14 62 10 26 34 2 16 46

令和３年 0 0 0 0 0 0 0

令和２年まで 13 59 10 26 33

0 0 0 0 0 0

0

2 3 0

0

0 0 0 0 0 0

3 0 0 1

１３　上級救命講習の実施状況

松伏町 その他

受講人数 居住別（人） 性別（人）

受講人数（人） 居住別（人） 性別（人）

女

１４　応急手当普及員講習の実施状況

28 7

6 29 9 18 4 7 18 11

令和５年 3 37

松伏町 その他 男 女

実施数
（回）

実施年

353

再講習 吉川市 男

7 19

8 11 4

377 290

175 487

31 13

140

9

令和６年

令和４年 0

令和５年 1

9令和７年 4

令和7年 0

再講習 吉川市
実施年

実施数
（回）

令和６年 0

0 0 0 0 0 0 0

13 8

4 21 13 3 18 19

令和３年 2 15 1 5 2

令和４年 5 44 12 28 7

合計 80 840 181 377 288

令和元年まで 57 667 141 280 247

令和２年 3 20 7 12 7 1 13 7
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普及啓発活動

実施場所別（人） 性別（人）

実施場所別（人） 性別（人）

4

0

13 4

0

471 1,112

女

1,074

0 3

合計 9 17 11 2 4

受講数（人）

吉川市 松伏町 その他 男

9 17 11 2 4 13

0 0 0 0 0

実施年

令和３年まで 30 954 717 471 1,083

合計 40 989 726

23 0 0

令和４年 1 2 1 0

令和５年

１６　実技救命講習の実施状況

20 3

1,059

１５　救命入門コースの実施状況

実施年
実施数
（回）

女男

令和７年 0 0

9 88 0

1 1

吉川市 松伏町 その他

1 0

3

受講数（人）

1

17

23

3

2,142

2,186

　普及啓発活動は、多くの住民が応急手当の正しい知識と技術を体得することで、救急現場に

居合わせた住民等が、早期に的確な応急手当を施し、傷病程度の軽減と救命率の向上を図る

ものです。当消防組合ではAEDの使用法を含めた救命講習等を積極的に普及推進しています。

令和６年まで

9

令和7年

実施数
（回）

令和６年 5
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介護タクシー　すまいる 松伏町田中1－10ー4 平成29年8月31日

福祉・介護タクシー　かねもと 吉川市保1-26-3　ライオンズマンション吉川403 平成30年2月5日

福祉交通　きよみ野 吉川市きよみ野3－13－5 平成26年2月24日

民間救急ＴＡＸＩ　ALOHA 埼玉県吉川市中央2－43－3 令和6年6月11日

患者等搬送事業者 住所 認定日

１７　民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定状況
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吉川市

松伏町

その他

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

　

令和７年における救急支援件数は４５１件で、前年と比較すると６５件減少してお

り、対象事案では、件数の約５７％が心肺停止状態による出動となっております。

１８　救急支援件数の推移
［単位:件］　

心

肺

停

止

状

態

雑

踏

に

よ

る

支

障

搬

送

困

難

二

次

災

害

防

止

救

急

隊

現

場

到

着

遅

延

高

リ

ス

ク

受

傷

機

転

・

シ

ョ

ッ

ク

状

態

そ

の

他

合

計

令和７年 257 10 78 12 11 70 13 451

0 1

0 1 2 2 47

8 40 8 319

3 3 30

9

5 131

0 0 0

1 50

18 2 2 2 0 10 0 34

24 1 8 1 5 10

2 38

年

　

　

中

17 1

7

18 0 4 1 0 11 1 35

0 30

16 1 2 1 1 6 0 27

1 1 4

20 1 11 0 2 2

令

　

　

和

市

町

別

月

　

　

　

　

別

34 0 8

1 0 0

85 0 5

171 10 73

20 0 4

31

19 1 12 2 0 5 3 42

8 0 1 3 1

1 31

18 2 6 0 0 4 2 32

18 0 7 2 0 3

0 54

令和６年 288 8 75 14 13 104 14

35 1 6 2 0 10

516

令和５年 306 10 89 14 22 51 21 513

対前年増減 △ 36 3 △65

年 R5 R6 R7

出動件数 513 516 451

対象事

年・市町・月

対象事

年・市町・月

513 516

451

400

450

500

550

R5 R6 R7
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救助 

 

ここでは救助活動の概要について記載しています。 

消防機関の行う人命の救助とは、火災、交通事故、水難事故、自然災害や機械による事故等

から、人力や機械力を用いてその危険を排除し、安全な場所に救助する活動をいいます。 

近年、災害が複雑多様化かつ大規模化する中で、消防の使命はますます重要性を増してお

り、人命救助は消防の最も重要な任務であることから、住民の消防に寄せる期待は更に大きく

なっています。 

この期待に応えるため、救助隊員は時代の変化に対応した救助体制及び資機材の整備に加

え、日々訓練を実施し、より高度な知識技術の習得及び体力の錬成に努めています。 

当消防組合では、平成２７年４月１日から特別救助隊を編成し、運用を行っています。 

令和７年中における救助出動件数は８３件（吉川市、松伏町、応援）で、前年より８件増加して

います。また、事故種別の出動件数では、建物事故の２６件が最も多く、次いでその他の事故が

２２件となっています。 

 

 

 



1 2 5 2 0 1 △ 5
令
和
７
年

0

出場件数 0 1 0 0 0 0 0
応
　
援

令
和
４
年

13

2

13

救助人数

8

0 0 1

救助人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

活動件数 0 1 0 0 0 0 0

22

3

0 0 1 2

0

24 0 0 74

37

36

3

建物
事故

13 0

0 08

1 30

11

16 1 0

4 0 3

2 8 0 0 2

救助人数 0 0 4 1 0 0

31

活動件数 2 0

9

10

0 0 3 17

0 0 20
松
伏
町

0 0 33 2

1 14

10

0 0 8出場件数 2 0 4 2 0

吉
川
市

1 0 49 4救助人数 0 0 28

活動件数 4 2 9 4 0

0 0

1 00 10 5 35

0 0 50

火災

出場件数 4 2 2 0

破裂
事故

その他
の事故

　　　　　　種別

　市町別
合計

建物
建物
以外

ガス
及び
酸欠
事故

12 13

交通
事故

水難
事故

自然
事故

機械
事故

4

１　救助活動状況

火災

２　市町別救助活動状況

6

活動件数 6 3 12 6 0

17

交通
事故

水難
事故

自然
事故

出場件数 6 3 0

75

建物
建物
以外

出場件数

活動件数
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　年別
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合計
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事故
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令
和
５
年
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令
和
６
年

3

8
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救助人数
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2
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事故
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事故

その他
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0 71 45
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26
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［単位:人］

高
速

そ
の
他

内
水
面

外
水
面

建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建物以外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 7

20 1 0 15 5 0 0 4 0 0 45

発生場所 　　事故種別

計

その他の 事故

水難事故

風、水害等自然災害

機械による事故

住
居

そ
の
他
の
屋
内

地
下

３　事故種別発生場所別救助人員数

建物等に よる事故

ガス及び 酸欠事故

破裂事故

屋
外

そ
の
他

計
道
路

水
面

　　　　　　　　　場所

　種別
そ
の
他

火災

交通事故

山
岳

屋
内

屋内
47%

道路
33%

水面
11%

山岳
0%

その他屋外
9%

地下
0%

その他
0%

火災
0%

交通事故
29%

水難事故
11%

自然災害
0%

機械事故
0%

建物等事故
42%

ガス酸欠事故
2%

破裂事故
0%

その他の事

故
16%
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気象 

 

ここでは、気象状況について記載しています。 

台風の接近や前線の通過などにより、記録的な大雨などの著しい現象が発生すると、それが

直接の要因となって浸水や洪水などの災害が起こります。 

また山火事など、直接災害を発生させる原因は他にあっても、強風や乾燥などの気象条件が

災害を拡大する重要な要因となる災害もあります。 

このように、気象は様々な災害に多様な角度から深く関連しています。 

 

 

 



湿度 風速 降水量 降水量

平均 最高 最低
平均
(％)

平均
(m/s)

日最大
(mm)

積算
(mm)

晴 曇 雨 雪

16.0 38.5 -5.4 71.2 2.7 87.5 1157.5 177 139 49 1

16.0 37.9 ‐6.3 69.1 2.7 89.5 1497.0 191 137 36 1

15.8 39.2 -5.9 70.8 2.7 67.5 1126.5 174 160 29 2

17.2 38.1 -5.2 66.0 2.7 171.5 985.0 196 143 26 0

17.3 40.4 -2.9 67.5 2.6 64.0 1054.0 178 156 31 1

16.9 38.2 -3.1 67.4 2.6 57.5 794.5 208 128 28 1

１月 5.6 13.9 -2.9 53.5 2.3 16.5 27.5 20 9 2 0

２月 5.6 16.5 -2.6 42.4 3.2 4.0 4.0 20 8 0 0

３月 10.1 26.6 -0.3 64.2 2.9 30.0 110.5 13 13 4 1

４月 15.3 28.6 2.5 66.9 3.2 27.0 84.0 14 12 4 0

５月 18.9 31.3 11.3 74.2 2.7 46.5 152.5 10 20 1 0

６月 25.0 36.7 14.4 74.8 2.5 57.0 137.5 18 7 5 0

７月 28.7 37.3 20.4 75.0 3.1 16.0 33.5 22 8 1 0

８月 29.5 38.2 23.2 75.0 2.6 9.5 34.0 23 7 1 0

９月 26.3 37.0 16.4 76.0 2.3 57.5 100.0 16 12 2 0

10 月 18.1 29.6 8.5 77.6 2.1 32.0 74.5 8 17 6 0

11 月 12.0 22.6 1.7 65.0 1.9 7.5 10.0 21 8 1 0

12 月 7.2 20.6 -3.1 61.6 2.2 8.0 26.5 23 7 1 0

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

１　 月別天気概況の推移

年別

気温　（℃） 天候

令和２年

令和３年

令和４年

令和７年

令和５年

令和６年
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令和 7 年中

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計

1 1

1 1

7 9 5 2 2 2 4 31

4 3 4 4 1 1 3 20

1 7 10 6 6 2 1 3 4 2 42

1 2 1 2 6

2 1 3 7 8 8 16 18 13 2 1 79

1 1

4 7 1 12

3 3

3 3

13 14 29 30 19 17 19 21 13 5 8 9 197

1 4 10 3 18

1 4 10 3 18

特別警報・警報・注意報発表件数（吉川市）　　　※熊谷気象台発表

計

大雨特別警報

洪水特別警報

大雪特別警報

暴風警報

暴風雪特別警報

暴風特別警報

大雨警報

洪水警報

雷注意報

洪水注意報

月別

大雨注意報

大雪警報

低温注意報

霜注意報

計

強風注意報

乾燥注意報

濃霧注意報

暴風雪警報

浸水警報

大雪注意報

着雪注意報

風雪注意報

着氷注意報

融雪注意報

浸水注意報

２  気象状況

計

光化学スモッグ注意報

竜巻注意情報

土砂災害警戒情報

計

光化学スモッグ警報
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計

1 1

1 1

7 9 5 2 2 2 4 31

4 3 4 4 1 1 3 20

1 7 10 6 6 2 1 3 4 2 42

1 2 1 1 5

2 1 3 7 8 8 16 18 13 2 1 79

1 1 1 3

4 7 1 12

3 3

3 3

13 14 29 30 20 16 20 19 15 5 8 9 198

特別警報・警報・注意報発表件数（松伏町）　　　※熊谷気象台発表

大雨特別警報

洪水特別警報

月別

暴風雪警報

浸水警報

大雪警報

暴風警報

大雨警報

洪水警報

計

大雪特別警報

暴風雪特別警報

暴風特別警報

霜注意報

洪水注意報

計

強風注意報

※光化学スモッグ関係情報は、埼玉県環境部発表の県南東部地区のものとします。

着氷注意報

融雪注意報

浸水注意報

風雪注意報

大雪注意報

低温注意報

雷注意報

濃霧注意報

大雨注意報

乾燥注意報

着雪注意報

※竜巻注意情報は、県内全域を対象に発表され、発表から１時間が有効期間です。

※土砂災害警戒情報は、対象となる市町村に警戒を呼びかける情報であり、松伏町が

　 対象となっています。

計
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消防団 

 

ここでは、吉川市消防団、松伏町消防団の概要について記載しています。 

消防団では、多種多様化する災害、大地震等に対して各消防団に簡易救助器具及び安全保

護具を配備し、これらの資機材を有効活用し救助活動を実施するため、定期的に訓練を実施し

ています。また、用水路からの放水を可能にする消防団所有の資機材を活用し、放水訓練を実

施するなど火災対応にも備えており、災害時にライフラインが途絶した際、消防本部や各消防団

での連絡、報告に活用するデジタル簡易無線機を各消防団に配備し、災害が発生した際に連絡

を密にし、被災地での活動に対応しています。 

また、大規模災害発生時に消防活動を支援するため消防活動支援員として、消防団員ＯＢが

登録されています。 
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１ 消防団員の定数と実員数 

 

令和８年４月１日現在 

［単位：人］ 

 総数 吉川市消防団 松伏町消防団 

条例定数 ４２５ ３２０ １０５ 

実員数 ３５１（２１） ２５８（９） ９３（１２） 

充足率 ８２．６％ ８０．６％ ８８．６％ 

（ ） 内は、女性消防団員数 

 

消防団員数の推移                                   各年４月１日現在 

 Ｈ１５ Ｈ２０ Ｈ２５ Ｈ３０ R５ R８ 

吉川市消防団 ２７４ ２８１ ３１０ ３１０ ２７２ ２５８ 

松伏町消防団 １１２ １０８ １０６ ９８ ９７ ９３ 

合 計 ３８６ ３８９ ４１６ ４０８ ３６９ ３５１ 

※ 消防団事務が消防組合に移管された平成１２年４月以降によるもの 

 

 

274 281 310 310 272 258

112 108
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97
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吉川市消防団 松伏町消防団
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２ 消防団員の配置状況 

令和８年４月１日現在 

［単位：人］ 

階級  

 

区分 

総
数 

団
長 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
長 

班
長 

団
員 

消防団員総数 351 2 5 22 20 0 65 237 

吉 

川 

市 

消 

防 

団 

総数 258 1 3 14 13 0 49 178 

団本部 4 1 3 0 0 0 0 0 

レッドエンジェルス 9 0 0 1 0 0 2 6 

第 １分団 17 0 0 1 1 0 3 12 

第 ２分団 20 0 0 1 1 0 4 14 

第 ３分団 10 0 0 1 1 0 2 6 

第 ４分団 12 0 0 1 1 0 2 8 

第 ５分団 30 0 0 1 1 0 5 23 

第 ６分団 30 0 0 1 1 0 5 23 

第 ７分団 23 0 0 1 1 0 4 17 

第 ８分団 22 0 0 1 1 0 4 16 

第 ９分団 18 0 0 1 1 0 4 12 

第１０分団 16 0 0 1 1 0 3 11 

第１１分団 20 0 0 1 1 0 4 14 

第１２分団 12 0 0 1 1 0 3 7 

第１３分団 15 0 0 1 1 0 3 10 

松
伏
町
消
防
団 

総数 93 1 2 8 7 0 16 59 

団本部 3 1 2 0 0 0 0 0 

レッドエンジェルス 12 0 0 1 0 0 2 9 

第１分団 8 0 0 1 1 0 1 5 

第２分団 6 0 0 1 1 0 1 3 

第３分団 14 0 0 1 1 0 3 9 

第４分団 11 0 0 1 1 0 2 7 

第５分団 13 0 0 1 1 0 2 9 

第６分団 15 0 0 1 1 0 3 10 

第７分団 11 0 0 1 1 0 2 7 
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３ 消防団の活動実績 

令和７年度中 

［単位：件］ 

 種別 災害の出務 訓練の出務 その他の出務 

吉川市消防団 ４ ３１ １０ 

松伏町消防団 ３ ２９ １０ 

合計件数 ７ ６０ ２０ 

※ その他の出務は会議、視察など 

［単位：人］ 

 種別 災害の出務 訓練の出務 その他の出務 

吉川市消防団 １０７ １５２７ １６０ 

松伏町消防団 ２３ ５４３ ９５ 

合計延人員 １３０ ２０７０ ２５５ 
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４ 吉川市消防団の沿革 

 

昭和30年4月 

 

 

 

 

 

 

昭和32年4月 

昭和33年6月 

昭和33年8月 

昭和34年2月 

 

昭和35年 

昭和36年 

昭和37年 

 

昭和42年4月 

昭和45年   

昭和46年4月 

 

昭和46年11月 

昭和48年4月 

 

 

 

 

昭和59年3月 

昭和59年4月 

昭和60年3月 

昭和60年4月 

昭和62年3月 

昭和63年4月 

 

昭和63年6月 

平成2年11月 

 

吉川町消防団（１本部、６ケ分団）と三輪野江村消防団（７ケ分団）と旭村消

防団（５ケ分団）の合併により、吉川町消防団（１本部３支団１８分団、団員数

４８０名）発足する。 

消防団長に石山晃平氏、副団長に戸張五郎氏、戸張孫十郎氏、鈴木幾太

郎氏が就任する。 

消防ポンプ自動車 １台  小型動力ポンプ１５台 

三輪ポンプ自動車 １台  腕用消防ポンプ ２台 

消防団長に高野清武氏就任する。 

消防副団長に菊名 操氏就任する。 

消防副団長に宇野喜一郎氏就任する。 

消防団長高野清武氏火災現場にて殉職されたため、赤出川周吉氏消防団

長に就任する。 

消防ポンプ自動車１台購入する。 

小型動力ポンプを可搬搭載式に改造する。 

三輪ポンプ自動車を四輪ポンプ自動車にきりかえる。以後毎年消防ポンプ

自動車を購入し、機動力を充実させるとともに、水利の整備充実をはかる。 

消防団長に戸張孫十郎氏就任する。 

常備消防の設置を検討する。 

吉川町松伏町消防組合が発足する。 

消防副団長に中野 博氏、平井六郎氏就任する。 

分団編成について、分団長会、消防委員会、区長会等と協議する。 

１本部６分団１８班編成の体制をとる。機械器具の購入について地元負担３

割を廃止し、全額を町で負担することになる。消防水利（防火水槽）につい

ては、地元負担２割を徴収する。これらにより毎年消防ポンプ自動車１～２

台を更新し、消防水利についても増加する住宅に対応するため、防火水槽

を５～１０基新設する。 

消防庁長官から竿頭綬を受章する。 

消防団長に宇野喜一郎氏就任する。 

水槽付消防ポンプ自動車１台、消防ポンプ自動車１８台となる。 

消防副団長に岡野種嗣氏就任する。 

消防ポンプ自動車１８台となる。 

消防団長に中野 博氏就任する。 

消防副団長に中村栄治氏就任する。 

消防副団長に深井 清氏就任する。 

消防団整備計画を策定することを目的として、消防団運営検討委員会およ

び特別委員会が設置される。 
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平成5年4月 

 

 

 

平成5年10月 

 

平成6年4月 

 

平成6年10月 

 

平成7年4月 

平成7年8月 

 

平成8年1月 

 

 

平成8年4月 

 

平成8年10月 

 

 

平成9年4月 

平成10年4月 

 

 

平成10年5月 

平成10年8月 

平成10年9月 

平成11年4月 

平成11年7月 

平成11年8月 

 

 

平成11年10月 

平成12年3月 

平成12年4月 

 

平成13年4月 

平成14年3月 

平成14年4月 

消防団整備計画が策定される。 

吉川町消防団班制を廃止し、１３分団編成にする。 

消防ポンプ自動車は１分団１台とする。 

消防副団長に宮田孝一氏就任する。 

三郷市・吉川町・松伏町の１市２町で連合特別点検が実施される。(三郷市

丹後小学校) 

吉川町防災行政無線局が開局される。 

消防団員３１１名となる。 

全自動小型動力ポンプ付き積載車５台の買い替えを行う。 

消防ポンプ自動車１５台となる。 

消防団員３１５名となる。 

全自動小型動力ポンプ付き積載車５台の買い替えを行う。 

消防ポンプ自動車１５台となる。 

消防団の各機械器具置場に救助用資機材として、鋸、ＲＣバール、鉄筋、バ

ン線カッタ－、ナタ、大斧、他４機材と団員保護用具としてヘルメット各１５

個、皮手袋各５双づつ配備する。 

吉川市市制施行に伴い、吉川町消防団から吉川市消防団となる。 

消防団員３１５名となる。 

全自動小型動力ポンプ付き積載車２台の買い替えを行う。 

三郷市・吉川市・松伏町の２市１町で連合特別点検が実施される。(吉川市

立中央中学校) 

消防団員３０７名となる。 

消防団長に深井 清氏就任する。 

消防副団長に金子陽一氏就任する。 

消防団員２９９名となる。 

江戸川水防演習を実施する。 

第２０回埼玉県消防操法大会に出場する。 

第１９回七都県市合同防災訓練に参加する。 

消防団員２９６名となる。 

消防団員２９７名となる。 

全自動小型動力ポンプ付き積載車１台の買い替えを行う、これにより全分

団の車両整備完了。 

消防ポンプ自動車１３台となる。 

連合特別点検が松伏第２中学校で実施される。 

アポロキャップを導入。 

消防団事務が消防組合に移管される。（松伏町消防団共） 

消防団員２９３名となる。 

消防団員２７９名となる。 

第１分団機械器具置場を改築する。 

消防団員２７９名となる。 
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平成14年11月 

平成15年3月 

平成15年4月 

平成15年7月 

平成15年10月 

 

平成16年3月 

平成16年4月 

 

 

平成17年3月 

平成17年4月 

 

平成17年10月 

平成18年4月 

平成18年11月 

 

平成19年4月 

平成19年11月 

 

平成20年3月 

平成20年4月 

平成20年11月 

平成21年4月 

 

 

平成21年11月 

 

平成22年4月 

 

平成22年10月 

 

平成23年4月 

平成23年7月 

平成23年11月 

平成24年2月 

平成24年4月 

平成24年8月 

平成24年11月 

 

連合特別点検が実施される。（三郷市丹後小学校） 

第３分団機械器具置場を新築する。 

消防団員２７４名となる。 

活動服を導入。 

女性消防団員７名を採用し、隊の名称をレッドエンジェルスとする。 

消防団員２８１名となる。 

第２分団機械器具置場を改築する。 

消防団員２８９名となる。（うち女性消防団員１０名） 

消防団員報酬・費用弁償・運営補助金を吉川市消防団、松伏町消防団とも

に統一する。 

第７分団機械器具置場を新築する。 

条例定数を３００名に改める。 

消防団員２８４名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員１０名） 

連合特別点検が実施される。（吉川市中央中学校） 

消防団員２８３名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員９名） 

松伏町消防団・吉川市消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

小学校） 

消防団員２７５名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員８名） 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（吉川市中央中

学校） 

消防庁長官から表彰旗を受章する。 

消防団員２８１名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員１０名） 

連合特別点検が実施される。（松伏町松伏学校） 

消防団員２７４名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員６名） 

消防団長に岡野種嗣氏就任する。 

消防副団長３名体制から２名体制になる。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

第二小学校） 

消防副団長２名体制から３名体制になり、大嶋浩一氏が就任する。 

消防団員２７８名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員６名） 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（吉川市立中央

中学校） 

消防団員２８５名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員６名） 

消防団員２９８名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員１９名） 

消防団員３００名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員１９名） 

総務省消防庁から消防団等地域活動表彰を受賞する。 

消防団員２８９名（条例定数３００名）となる。（うち女性消防団員１８名） 

埼玉県消防操法大会小型ポンプの部に第７分団が出場する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立第２

小学校） 



79 

 

 

平成24年12月 

平成25年3月 

平成25年4月 

 

 

平成25年7月 

平成25年12月 

 

平成26年2月 

平成26年3月 

 

平成26年4月 

平成26年11月 

平成27年2月 

平成27年4月 

平成27年5月 

平成27年10月 

 

 

平成28年4月 

平成28年6月 

平成28年10月 

 

 

平成29年4月 

平成29年10月 

 

 

平成30年4月 

平成30年10月 

 

 

平成31年1月 

平成31年4月 

 

令和元年10月  

 

 

令和元年11月  

第４分団機械器具置場を新築する。 

第７分団車両を更新する。 

条例定数を３２０名に改める。 

消防団長に宮田孝一氏が就任する。 

消防副団長に三木修一氏、加﨑常雄氏が就任する。 

消防団員３１０名となる。（うち女性消防団員２１名） 

１本部３支団１３分団編成にする。 

第８分団機械器具置場を新築する。 

第４分団車両を更新する。 

総務大臣感謝状が授与される。 

総務省消防庁より消防ポンプ付き軽自動車両が無償貸付され、第５分団に

配備する。 

消防団員３０５名となる。（うち女性団員１９名となる） 

吉川支部連合特別点検が実施される。（吉川市立中央中学校） 

第１１分団車両を更新する。 

消防団員３０１名となる。（うち女性団員１６名となる） 

現行の活動服に消防団名のバックプリントを施す。 

第１３分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

中学校） 

消防団員３０４名となる。（うち女性消防団員１５名） 

正副団長及び各分団に２機携帯型デジタル無線受令機を配備する。 

第８分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（吉川市立旭小

学校） 

消防団員３０６名となる。（うち女性消防団員１３名） 

第３分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で実施される予定だった吉川支部連合

特別点検が、台風２１号の影響で中止となる。（松伏町立松伏中学校） 

消防団員３１０名となる。（うち女性消防団員１３名） 

第６分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

中学校） 

消防出初式が会場を吉川市役所に移して実施される。 

消防副団長に、石綿 勉氏が就任する。 

消防団員３０７名となる。（うち女性消防団員１３名） 

第５分団車両を多機能型消防団車両に更新整備する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。 

（吉川市立旭小学校）  

正副団長及び各分団に計１８機のデジタル簡易無線機を配備し、 
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令和2年1月  

令和2年4月  

令和2年10月  

令和2年10月  

 

 

令和3年4月  

令和3年4月  

 

令和3年4月  

令和3年10月  

令和4年4月  

令和4年4月  

令和4年10月  

 

令和5年4月  

令和5年10月  

 

令和5年12月  

令和6年4月  

令和6年5月  

令和6年10月  

 

令和6年12月  

令和7年4月  

令和7年4月  

令和7年10月  

 

令和8年3月  

 

令和8年3月  

令和8年4月  

開始する。 

第６分団機械器具置場を新築する。 

消防団員２９５名となる。（うち女性消防団員１２名）  

第９分団車両を多機能型消防団車両に更新する。 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で実施される予定だった吉川支  

部連合特別点検が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で令和  

３年度に延期となる。 

消防団長に大嶋浩一氏が就任する。 

レッドエンジェルスを本部付けの分団とし、１本部３支団１４分団編  

成にする。 

消防団員２８６名となる。（うち女性消防団員１２名）  

第 1 分団車両を多機能型消防団車両に更新する。 

消防団員２７９名となる。（うち女性消防団員１２名）  

第５分団機械器具置場を新築する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が、３年ぶりに松伏町  

立松伏中学校で開催される。 

消防団員２７２名となる。(うち女性消防団員１０名 ) 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で吉川支部連合特別点検が９  

年ぶりに実施される。（吉川市立中央中学校） 

第１２分団車両を多機能型消防団車両に更新する。 

消防団員２６９名となる。（うち女性消防団員９名） 

江戸川水防演習訓練が吉川市主催で行われる。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。 

（吉川市立栄小学校）  

第２分団車両を多機能型消防団車両に更新する。 

消防団員２６１名となる。（うち女性消防団員９名）  

消防副団長に笠井誠司氏が就任する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏

町立松伏小学校）  

総務省消防庁より救助資機材搭載型小型動力ポンプ積載車 (3.5t

未満 )が無償貸与され、第 10 分団に配備する。 

第 12 分団機械器具置場を新築する。 

消防団員 258 名となる。（うち女性消防団員９名）  

令和  
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５ 吉川市消防団在職年数別消防団員数 
令和８年４月１日現在 

［単位：人］ 

在職年別 

分団別 

５年未満 

５年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

25年以上 

30年未満 

30年以上 計 

本   部 0 0 0 0 1 0 3 4 

レッドエンジェルス 0 1 6 0 2 0 0 9 

第 １分団 0 5 6 3 3 0 0 17 

第 ２分団 0 3 7 2 3 3 2 20 

第 ３分団 0 0 4 3 1 1 1 10 

第 ４分団 0 2 4 2 1 1 2 12 

第 ５分団 4 2 8 1 5 5 5 30 

第 ６分団 5 7 9 5 3 1 0 30 

第 ７分団 4 3 2 2 5 5 2 23 

第 ８分団 9 3 10 0 0 0 0 22 

第 ９分団 3 2 5 0 7 1 0 18 

第１０分団 3 1 2 1 2 3 4 16 

第１１分団 4 0 5 3 2 4 2 20 

第１２分団 0 0 3 4 3 1 1 12 

第１３分団 0 0 1 1 6 4 3 15 

合計 32 29 72 27 44 29 25 258 
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６ 吉川市消防団階級別年齢状況 

令和８年４月１日現在 

［単位：人］ 

階級別 

 

年 齢 

団
長 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
長 

班
長 

団
員 

計 

２０歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

２０歳～２４歳 0 0 0 0 0 0 ４ ４ 

２５歳～２９歳 0 0 0 0 0 0 2 2 

３０歳～３４歳 0 0 0 0 0 1 4 5 

３５歳～３９歳 0 0 0 1 

 

 

0 2 9 12 

４０歳～４４歳 0 0 0 1 

 

0 5 22 28 

４５歳～４９歳 0 0 3 

 

1 0 14 32 50 

５０歳～５４歳 0 0 6 4 0 14 47 71 

５５歳～５９歳 0 0 3 5 0 6 39 53 

６０歳～６ ４歳 0 2 2 0 0 6 12 22 

６５歳以上 1 1 0 1 0 0 8 11 

合   計 1 3 14 13 0 48 179 258 

  

 

７ 吉川市消防団職業別消防団員 

令和８年４月１日現在 

職
業
別 

農
業 

鉱
業 

建
設
業 

製
造
業 

電
気
・ガ
ス
・ 

熱
供
給
・水
道
業 

運
輸
・通
信
業 

卸
売
・小
売
業 

飲
食
店 

金
融
・保
険
業 

不
動
産
業 

サ
ー
ビ
ス
業 

公
務
員 

郵
政 

分
類
不
能 

そ
の
他 

合
計 

人
数 

17 0 43 41 8 32 23 1 6 59 15 3 1 9 258 
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８ 吉川市消防団機械器具置場一覧表 

令和８年４月１日現在 

名 称 住 所 

第１分団 吉川市大字上内川５９４ 

第２分団 吉川市大字下内川４２２-２ 

第３分団 吉川市大字南広島８４３ 

第４分団 吉川市大字川藤２２５－２ 

第５分団 吉川市吉川二丁目３５－２８ 

第６分団 吉川市平沼一丁目１８－５ 

第７分団 吉川市木売三丁目４－１６ 

第８分団 吉川市中曽根一丁目１４－２ 

第９分団 吉川市大字富新田１－１ 

第１０分団 吉川市上笹塚三丁目２４６－１ 

第１１分団 吉川市中島二丁目７２ 

第１２分団 吉川市大字加藤２７８－１ 

第１３分団 吉川市大字三輪野江１４７６－１ 
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９ 吉川市消防団現有消防自動車一覧 

令和８年４月１日現在 

分団名 車 名 登録番号 登録年月日 免許 ポンプ級 備  考 

第１分団 トヨタ 
春日部 806 

せ  １ 
Ｒ３．１０．７ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第２分団 トヨタ 
春日部８００ 

ゆ  ２ 
Ｒ６．１２．１ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第３分団 トヨタ 
春日部 801 

さ     ３ 
H２９．９．１４ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第４分団 トヨタ 
春日部 830 

ち     ４ 
H２５．１２．２０ 普通 Ｂ２級 

小型動力ポンプ

付き積載車 

第５分団 

トヨタ 
春日部 800 

み    ５ 
R１．９．２５ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

ダイハツ 
春日部 880 

あ   ８２９ 
Ｈ２６．３．２７ 普通 Ｂ２級 

総務省消防庁 

無償貸付車両 

第６分団 トヨタ 
春日部 830 

は     ６ 
H３０．９．１９ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第７分団 トヨタ 
春日部 800 

ふ     ７ 
H２４．１１．２７ 普通 Ｂ２級 

小型動力ポンプ

付き積載車 

第８分団 トヨタ 
春日部 801 

つ     ８ 
H２８．９．２９ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第９分団 トヨタ 
春日部 830 

も     ９ 
R２．９．３０ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第１０分団 トヨタ 

春日部 800 

り     １０ R８．３．２５ 普通 Ｂ２級 

総務省消防庁 

無償貸付車両 

多機能型車両 

第１１分団 トヨタ 
春日部 830 

ゆ    １１ 
Ｈ２７．２．３ 普通 Ｂ２級 

小型動力ポンプ

付き積載車 

第１２分団 トヨタ 
春日部８３０ 

に    １２ 
R５．１１．２２ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第１３分団 トヨタ 
春日部 830 

め    １３ 
Ｈ２７．９．２９ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 
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１０ 吉川市消防団各分団配置状況 

令和８年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川市消防団 

団員数：２５８名 

管轄人口：約７２，０００人 

加入率：０．３６％ 

管轄：吉川市全域 

団本部 

正副団長：４名 

ﾚｯﾄﾞｴﾝｼﾞｪﾙｽ分団：９名 

上内川 

 

第１分団 

団員数：１７名 

管轄人口：約１，１００人 

加入率：１．５４％ 

管轄区域：上内川 

下内川 

 

第２分団 

団員数：２０名 

管轄人口：約８３０人 

加入率：２．４０％ 

区域：下内川・鍋小路 

八子新田 

南広島 

 

第３分団 

団員数：１０名 

管轄人口：約３９０人 

加入率：２．５６％ 

管轄：南広島・拾壱軒・旭 

第４分団 

団員数：１２名 

管轄人口：約２，０００人 

加入率：０．６１％ 

管轄：川藤 

川藤 

 

吉川 

 

第５分団 

団員数：３０名 

管轄人口：約１４，４００人 

加入率：０．２１％ 

管轄：吉川・きよみ野 

吉川団地・須賀・川野 

川富・関 

平沼 

 

第６分団 

団員数：３０名 

管轄人口：約１３，５５０人 

加入率：０．２２％ 

管轄：平沼・栄町・中央・

新栄 

木売 

 

第７分団 

団員数：２３名 

管轄人口：約１２，８００人 

加入率：０．１８％ 

管轄：保・木売・高富 

共保・中川台 

第８分団 

団員数：２２名 

管轄人口：約１７，８００人 

加入率：０．１２％ 

管轄：高久・中曽根 

道庭・美南 

中曽根 

 

富新田 

 

三輪野江 

 

中島 

 

第９分団 

団員数：１８名 

管轄人口：約４，０００人 

加入率：０．４５％ 

管轄：中野・木売新田 

富新田 

第１３分団 

団員数：１５名 

管轄人口：約１，０００人 

加入率：１．５％ 

管轄：三輪野江 

第１１分団 

団員数：２０名 

管轄人口：約８００人 

加入率：２．５％ 

管轄：中島・中井・皿沼 

小松川・二ッ沼 

 

第１２分団 

団員数：１２名 

管轄人口：約２，０００人 

加入率：０．６１％ 

管轄：加藤・土場・半割 

飯島・土場 

 

 
加藤 

 

上笹塚 

 

第１０分団 

団員数：１６名 

管轄人口：約１，３００人 

加入率：１．２４％ 

管轄：上笹塚・会野谷 

関新田・平方新田・深井新田 

 

 

会野谷 
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１１ 松伏町消防団の沿革 

 

昭和30年4月 

 

 

 

 

 

昭和31年5月 

 

 

 

昭和35年 

昭和39年9月 

 

昭和42年 

 

昭和44年4月 

 

 

昭和44年9月 

昭和46年3月 

 

 

昭和46年4月 

昭和47年3月 

 

昭和50年4月 

昭和56年4月 

昭和57年5月 

昭和60年3月 

平成元年4月 

平成3年４月 

平成5年４月 

平成5年10月 

 

平成7年4月 

平成7年9月 

松伏領村消防団（１本部７ヶ分団２４２名編成）と金杉村消防団（４ヶ分団１２

０名編成）の統合により、松伏村消防団（１本部１１ヶ分団）発足する。消防

団長に石川正平氏、消防副団長に山崎信浩氏、山崎正巳氏、岡野 敬氏が

就任する。 

三輪ポンプ自動車 １台 

手押しポンプ  １１台 

社会の変遷にともない、可搬式ポンプ１１台を購入する。また団員数を半減

させ総数１８０名となる。 

消防団長に鈴木長次郎氏、消防副団長に染谷宇八氏、鈴木宗次氏が就任

する。 

三輪ポンプ自動車を四輪ポンプ自動車に切りかえる。 

消防団長に伊藤与一郎氏、消防副団長に岩崎輝男氏、増田武蔵氏が就任

する。 

消防ポンプ自動車１台を購入する。水利の整備充実をもって市街化する建

築形態に対処した。 

町制施行により松伏町消防団と改名する。また消防団常備化の必要性によ

り役場職員による分団を編成して、消防ポンプ自動車１台を購入配備し、初

期消火に努める 

消防団長に増田武蔵氏が就任する。 

消防ポンプ自動車２台を購入し、出動の迅速化と被害の最小限防止を図

る。 

消防ポンプ自動車４台、可搬式ポンプ１２台となる。 

吉川町松伏町消防組合が発足する。 

吉川町松伏町消防組合消防署の業務開始により役場職員分団を解散し、

機械器具及び団体制の整備を図る。 

消防副団長に松本源内氏が就任する。 

松伏町防災行政無線局が開局される。 

消防団長に松本源内氏、消防副団長に多田十志男氏が就任する。 

松伏町消防団に消防庁長官表彰「竿頭綬」が授与される。 

消防団員１２１名となる。 

消防団員１２０名となる。 

消防団員１２３名となる。 

三郷市、吉川町、松伏町の１市２町で連合特別点検が実施される。 

（会場 三郷市立丹後小学校） 

消防団員１２４名となる。 

小型動力付き積載車２台の買い替えを行う。 
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平成8年4月 

平成8年10月 

 

平成9年4月 

平成9年8月 

平成10年4月 

平成11年4月 

 

平成11年7月 

平成11年10月 

 

平成12年4月 

 

 

平成12年５月 

平成12年7月 

平成13年4月 

 

平成13年11月 

平成14年1月 

平成14年4月 

平成14年5月 

平成14年7月 

平成14年11月 

 

平成15年4月 

 

平成15年7月 

平成15年10月 

 

平成16年2月 

平成16年4月 

 

 

平成17年2月 

平成17年4月 

平成17年10月 

 

平成18年4月 

平成18年5月 

消防団員１２４名となる。 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で連合特別点検が実施される。 

（会場 吉川市立中央中学校） 

消防団員１２３名となる。 

小型動力ポンプ付き積載車３台の買い替えを行う。 

消防団員１１９名となる。 

消防副団長に山崎正義氏が就任する。 

消防団員１１９名となる。 

小型動力ポンプ付き積載車１台の買い替えを行う。 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で連合特別点検が実施される。 

（会場 松伏町立松伏第二中学校） 

消防団長に多田十志男氏、消防副団長に齊藤竹雄氏が就任する。 

消防団事務が吉川松伏消防組合に移管される。 

消防団員１２１名となる。 

アポロキャップを導入する。 

小型動力ポンプ付き積載車２台の買い替えを行う。 

松伏町消防団第４分団第２部機械器具置場新築する。 

消防団員１１４名となる。 

小型動力ポンプ付き積載車１台の買い替えを行う。 

小型動力ポンプ付き積載車２台の買い替えを行う。 

消防団員１１５名となる。 

消防団員１１７名となる。 

消防団員１１６名となる。 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で連合特別点検が実施される。 

（会場 三郷市立丹後小学校） 

消防団長に齊藤竹雄氏、消防副団長に松沢彰氏が就任する。 

消防団員１１２名となる。 

活動服を導入する。 

女性消防団員４名を採用し、隊の名称をレッドエンジェルスとする。 

消防団員１１６名となる。 

松伏町消防団第１分団第４部機械器具置場新築する。 

消防団員１１８名となる。（うち女性消防団員６名） 

消防団員報酬・費用弁償・運営補助金を吉川市消防団、松伏町消防団共に

統一する。 

小型動力ポンプ付き積載車１台の買い替えを行う。 

消防団員１１５名となる。（うち女性消防団員６名） 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で連合特別点検が実施される。 

（会場 吉川市立中央中学校） 

消防団員１１１名となる。（うち女性消防団員３名） 

消防副団長に小林洋雄氏が就任する。 
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平成18年11月 

 

平成19年4月 

平成19年10月 

平成19年11月 

 

平成20年4月 

平成20年11月 

 

平成21年4月 

 

 

平成21年11月 

 

平成21年12月 

 

 

平成22年4月 

平成22年6月 

平成22年10月 

 

平成22年12月 

平成23年3月 

平成23年4月 

平成23年11月 

 

平成24年2月 

平成24年4月 

 

平成25年4月 

平成25年11月 

 

平成26年4月 

 

平成26年8月 

平成26年11月 

 

 

 

平成26年12月 

松伏町消防団・吉川市消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

小学校） 

消防団員１１５名となる。（うち女性消防団員３名） 

松伏町消防団再編検討委員会が設置される。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（吉川市立中央

中学校） 

消防団員１０８名となる。（うち女性消防団員５名） 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で連合特別点検が実施される。 

（松伏町立松伏小学校） 

松伏町消防団再編成実施、４分団１２部制から７分団制となる。 

消防団員１０４名となる。（うち女性消防団員４名） 

消防副団長に今井曻氏が就任する。 

松伏町消防団・吉川市消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

第二小学校） 

松伏町消防団旧第１分団第３部、旧第２分団第２部、旧第４分団第１部、旧

第４分団第３部の器具置場解体工事を行う。 

松伏町消防団、各分団消防団車両に簡易救助器具の配備を行う。 

消防団員１０３名となる。（うち女性消防団員３名） 

消防団員１０４名となる。（うち女性消防団員３名） 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（吉川市立中央

中学校） 

消防団員１１３名となる。（うち女性消防団員１２名） 

松伏町消防団に消防庁長官表彰「表彰旗」が授与される。 

消防団員１１２名となる。（うち女性消防団員１２名） 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で連合特別点検が実施される。（三郷

市） 

松伏町消防団に消防庁長官表彰「地域活動表彰」が授与される。 

消防団長に小林洋雄氏、消防副団長に鈴木庄衛氏が就任する。 

消防団員１１２名となる。（うち女性消防団員１６名） 

消防団員１０６名となる。（うち女性消防団員１１名） 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（吉川市立中央

中学校） 

消防副団長に小金井勝則氏が就任する。 

消防団員１０６名となる。（うち女性消防団員１１名） 

第２８回埼玉県消防操法大会、小型ポンプの部に出場する。 

レッドエンジェルスが全国女性消防団員活性化ちば大会に出場し啓発劇を

披露する。 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で吉川支部連合特別点検が実施され

る。（吉川市立中央中学校） 

第５分団機械器具置場を新築する。 
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平成27年3月 

 

平成27年4月 

平成27年5月 

平成27年9月 

 

平成27年10月 

 

平成27年11月 

 

平成28年4月 

平成28年6月 

 

平成28年10月 

 

 

平成29年4月 

平成29年10月 

 

 

平成30年4月 

 

平成30年10月 

 

 

 

 

 

 

平成31年2月 

平成31年4月 

 

令和元年10月 

 

 

令和元年11月 

 

令和2年4月 

 

第３分団車両を更新する。 

総務省消防庁より救助資機材・小型動力ポンプ搭載多機能車が無償貸付さ

れ、第２分団に配備する。 

消防団員１０３名となる。（うち女性消防団員１１名） 

現行の活動服に消防団名のバックプリントを施す。 

レッドエンジェルスが、さいたまスーパーアリーナで開催された「スマイルウ

ーマンフェスタ」において、啓発劇を披露する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

中学校） 

レッドエンジェルスが、イオンモール羽生で開催された「埼玉県女性消防団

員の日」創設記念ＦＥＳにおいて、啓発劇を披露する。 

消防団員１０４名となる。（うち女性消防団員１３名） 

正副団長及び各分団に２機計１７機携帯型デジタル無線受令機を配備す

る。 

第６分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（吉川市立旭小

学校） 

消防団員１０３名となる（うち女性消防団員１３名） 

第７分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で実施される予定だった吉川支部連合

特別点検が、台風２１号の影響で中止となる。（松伏町立松伏中学校） 

消防団長に鈴木庄衛氏、消防副団長に畑野健児氏が就任する。 

消防団員９８名となる。（うち女性消防団員１３名） 

レッドエンジェルスが、春日部市民文化会館で開催された「人権のつどい」

において、啓発劇を披露する。 

第４分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

レッドエンジェルスが、イオンレイクタウンで開催された「埼玉県女性消防団

員の日ＰＲイベント」において、啓発劇を披露する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

中学校） 

第３分団機械器具置場を新築する。 

消防副団長に山﨑 正巳氏が就任する。 

消防団員９８名となる。（うち女性消防団員１４名） 

第５分団車両を多機能型消防団車両に更新整備する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。 

（吉川市立旭小学校）  

正副団長及び各分団に計１０機のデジタル簡易無線機を配備し、 

運用を開始する。 

条例定数を１０５名に改める。 

消防団員１００名となる。（うち女性消防団員１５名）  
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令和2年10月 

 

 

令和3年2月 

令和3年4月 

令和3年4月 

令和4年4月 

令和4年10月 

 

令和4年12月 

 

令和5年4月 

令和5年10月 

 

令和5年12月 

令和6年4月 

令和6年7月 

令和6年10月 

 

令和7年4月 

令和7年4月 

令和7年10月 

 

令和7年11月 

 

令和8年4月 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で実施される予定だった吉川支  

部連合特別点検が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で令和  

３年度に延期となる。 

第２分団機械器具置場を新築する。 

レッドエンジェルスを本部付け分団とし、１本部８分団編成にする。 

消防団員１０２名となる。（うち女性消防団員１５名） 

消防団員１０１名となる。（うち女性消防団員１４名） 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が、３年ぶりに松伏町立松伏中

学校で開催される。 

レッドエンジェルス分団が、埼玉県消防協会主催の埼玉県嵐山町で開催さ

れた女性消防団員研修会で発表を行う。 

消防団員９７名となる。（うち女性消防団員１２名） 

三郷市、吉川市、松伏町の２市１町で吉川支部連合特別点検が９  

年ぶりに実施される。（吉川市立中央中学校） 

第１分団車両を多機能型消防団車両に更新配備する。 

消防団員９８名となる。(うち女性消防団員１３名) 

第３４回埼玉県消防操法大会小型ポンプの部で優勝する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が、吉川市立栄小学校で開催

される。 

消防団員９５名となる。（うち女性消防団員１２名） 

消防団長に畑野健児氏、消防副団長に齊藤浩氏が就任する。 

吉川市消防団・松伏町消防団合同特別点検が実施される。（松伏町立松伏

小学校） 

レッドエンジェルス分団が全国女性消防団活性化長崎大会に出場し展示ブ

ースを披露する。 

消防団員９３名となる。（うち女性消防団員１２名） 
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１２ 松伏町消防団在職年数別消防団員数 

令和８年４月１日現在 

［単位：人］ 

在職年別 

分団別 
５年未満 

５年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

25年以上 

30年未満 
30年以上 計 

本   部 0 0 0 0 0 1 2 3 

レッドエンジェルス 1 5 5 0 1 0 0 12 

第 １分団 1 3 3 0 1 0 0 8 

第 ２分団 0 3 1 1 1 0 0 6 

第 ３分団 5 2 1 2 0 2 2 14 

第 ４分団 1 3 2 1 2 1 1 11 

第 ５分団 1 5 2 2 1 1 1 13 

第 ６分団 0 1 2 5 2 4 1 15 

第 ７分団 0 0 0 3 3 1 4 11 

合   計 9 22 16 14 11 10 11 93 
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１３ 松伏町消防団階級別年齢状況 

令和８年４月１日現在 

［単位：人］ 

階級別 

 

年 齢 

団
長 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
長 

班
長 

団
員 

計 

２０歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

２０歳～２４歳 0 0 0 0 0 0 1 1 

２５歳～２９歳 0 0 0 0 0 1 2 3 

３０歳～３４歳 0 0 0 0 0 0 4 4 

３５歳～３９歳 0 0 0 0 0 1 3 4 

４０歳～４４歳 0 0 0 1 0 １ 10 12 

４５歳～４９歳 0 0 3 1 0 3 6 13 

５０歳～５４歳 0 0 0 2 0 3 9 14 

５５歳～５９歳 0 0 3 0 0 4 12 19 

６０歳～６ ４歳 0 2 1 3 0 2 8 16 

６５歳以上 1 0 1 0 0 1 4 7 

合   計 1 2 8 ７ 0 16 59 93 

 

 

１４ 松伏町消防団職業別消防団員 

令和８年４月１日現在 

職
業
別 

農
業 

鉱
業 

建
設
業 

製
造
業 

電
気
・ガ
ス 

熱
供
給
・水
道
業 

運
輸
・通
信
業 

卸
売
・小
売
業 

飲
食
店 

金
融
・保
険
業 

不
動
産
業 

サ
ー
ビ
ス
業 

公
務
員 

分
類
不
能 

そ
の
他 

合
計 

人
数 

3 0 16 18 6 10 9 1 2 20 2 0 6 93 
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１５ 松伏町消防団機械器具置場一覧表 

令和８年４月１日現在 

名 称 住       所 

第１分団 松伏町田中一丁目１番２号 

第２分団 松伏町大字松伏２８９０番地１ 

第３分団 松伏町大字田島５５４番地１ 

第４分団 松伏町大字上赤岩７７２番地１ 

第５分団 松伏町大字大川戸３１１番地２ 

第６分団 松伏町大字魚沼６７番地４ 

第７分団 松伏町大字築比地１７１４番地１ 
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１６ 松伏町消防団現有消防自動車一覧 

令和８年４月１日現在 

分団名 車 名 登録番号 登録年月日 免許 ポンプ級 備  考 

第１分団 トヨタ 
春日部８０６ 

は     １ 
R５．１１．２２ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第２分団 ニッサン 
春日部８００ 

す  ７９２８ 
Ｈ２７．３．３１ 普通 Ｂ３級 

総務省消防庁 

無償貸付車両 

第３分団 トヨタ 
春日部８０１ 

た     ３ 
Ｈ２６．１２．１０ 普通 Ｂ２級 

小型動力ポンプ

付き積載車 

第４分団 トヨタ 
春日部８３０ 

つ     ４ 
Ｈ３０．９．１９ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第５分団 トヨタ 
春日部８００ 

む     ５ 
R１．９．２５ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第６分団 トヨタ 
春日部８３０ 

の     ６ 
Ｈ２８．９．２９ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 

第７分団 トヨタ 
春日部８００ 

ゆ     ７ 
Ｈ２９．９．１５ 普通 Ｂ２級 多機能型車両 
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１７ 松伏町消防団各分団配置状況 

令和８年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松伏町消防団 

団員数：９３名 

管轄人口：約２７，６２９人 

加入率：０．３４％ 

管轄：松伏町全域 

団本部 

正副団長：３名 

ﾚｯﾄﾞｴﾝｼﾞｪﾙｽ分団：１２名 

第１分団 

団員数：８名 

管轄人口：約７，１００人 

加入率：０．１１％ 

管轄：田中・松伏の一部 

魚沼 

 

大川戸 

 

ゆめみ野 

 
田中 

 

築比地 

 

松葉 

 

下赤岩 

 

上赤岩 

 

第７分団 

団員数：１１名 

管轄人口：約１，７００人 

加入率：０．６４％ 

管轄：築比地 

第６分団 

団員数：１５名 

管轄人口：約９４０人 

加入率：１．６０％ 

管轄：金杉、魚沼 

第５分団 

団員数：１３名 

管轄人口：約２，４００人 

加入率：０．５４％ 

管轄：大川戸 

金杉 

 

ゆめみ野東 

 

第２分団 

団員数：６名 

管轄人口：約８，８００人 

加入率：０．０７％ 

管轄：ゆめみ野 

ゆめみ野東・松伏の一部 

第３分団 

団員数：１４名 

管轄人口：約４，８００人 

加入率：０．２９％ 

管轄：松葉・田島・田島東・

田島南・松伏の一部 

第４分団 

団員数：１１名 

管轄人口：約１，８５０人 

加入率：０．５９％ 

管轄：上赤岩・下赤岩 

田島 

 

松伏 

 



96 

 

１８ 消防団協力事業所 

令和８年４月１日現在 

受理（更新）年月日 事業所名称 所在地 

Ｒ７．４．１ 吉川郵便局 吉川市栄町１４１４－４ 

Ｒ７．４．１ 吉川団地前郵便局 吉川市吉川１－２１－２５ 

Ｒ７．４．１ イオンタウン吉川美南内郵便局 吉川市美南３－２３－１ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



少年消防クラブ 
 

ここでは少年消防クラブの概要について記載しています。吉川松伏少年消防クラブは、吉川

市及び松伏町に居住する小学５年生から６年生までを対象に、クラブ活動を通じて防災につい

て学習し、正しい知識と技能を習得し、生命と暮らしを守ることの大切さを学んでいます。 

また、防災教育を修了し中学校及び高等学校に進級したクラブ員は準指導者として規律や防

火マナー等を身につける防災教育を行い、クラブ活動を通じて家庭及び地域の防災意識の向

上を図り、将来の地域防災の担い手となる人材育成を目的として活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和７年度全国少年消防クラブ交流大会（開催地：広島県広島市）競技風景 
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１ 年度別入団員数 

 各年度４月１日現在[単位：人] 

年度 

入団数 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

人数 
男 １１ 

１１ 
１０ 

１２ 
１２ 

１３ 
６ 

１０ 
４ 

６ 
女 ０ ２ １ ４ ２ 

 

 

２ 年度別クラブ員・準指導者数 

 各年度４月１日現在[単位：人] 

年度 

区分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

クラブ員 

男 １５ 

１６ 

１４ 

１６ 

１９ 

２１ 

１２ 

１７ 

８ 

１１ 

女 １ ２ ２ ５ ３ 

準指導者 

男 ３４ 

３８ 

２５ 

２９ 

２０ 

２４ 

１７ 

１９ 

１８ 

２１ 

女 ４ ４ ４ ２ ３ 

合計 

男 ４９ 

５４ 

４９ 

５４ 

３９ 

４５ 

２９ 

３６ 

２６ 

３２ 

女 ５ ５ ６ ７ ６ 
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３ ジュニア防災検定合格者数 

 [単位：人] 

区分 

年度 
初級 中級 上級 

防災検定 

３級以上 

令和５年度 ６ ６ １ ３ 

令和６年度 ４ ６ ６ ２ 

令和７年度 ６ ７ ４ ２ 

※ジュニア防災検定とは、（財）防災教育振興協会で行っている資格試験で、クラブ員が日ごろ

から防災と減災に深い関心を持ち、自分で考え判断し行動できる「防災力」を身につけることを

目的として受検しているものです。 

 

４ 学校別クラブ員在籍状況 

令和８年４月１日現在[単位：人] 

学年人数 

学校 
学年 

クラブ員数 

男 女 合計 

旭小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 ２ ０ ２ 

三輪野江小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 ０ ０ ０ 

栄小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 １ ０ １ 

関小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 ０ ０ ０ 

北谷小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 １ ０ １ 

美南小学校 
５年生 ２ １ ３ 

６年生 ２ １ ３ 

吉川小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 ０ ０ ０ 
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中曽根小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 ０ ０ ０ 

松伏小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 ０ ０ ０ 

松伏第２小学校 
５年生 ０ ０ ０ 

６年生 ０ ０ ０ 

金杉小学校 
５年生 ０ １ ０ 

６年生 ０ ０ ０ 

 
合  計 

５年生 ３ 

６年生 ８ 

 

５ 準指導者在籍状況 

令和８年４月１日現在[単位：人] 

性別 

学校別 
男 女 合 計 

中学生 １４ ２ １６ 

高校生 ４ １ ５ 

合 計 １８ ３ ２１ 
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６ 吉川松伏少年消防クラブ活動計画 

令和８年度 

日 時 事 業 名 事 業 内 容 

４月１９日（日） 
吉川松伏少年消防クラブ入

団式・準指導者任命式 
入団式、オリエンテーション 

５月１７日（日） 基本訓練 ＡＳＥ訓練 

６月２１日（日） 基本訓練 
規律訓練（訓練礼式） 

資機材取扱訓練（ロープ結索、ホース取扱等） 

７月１２日（日） 救助訓練等 
救助訓練（渡過、降下） 

資機材取扱訓練（ロープ結索、ホース取扱等） 

８月 ７日（金） 

８月 ８日（土） 
宿泊研修 

規律訓練、 

防災オリエンテーション等 

※名栗元気プラザにて実施予定 

９月１３日（日） ジュニア防災検定・防災検定 団体受検 

１０月下旬 （日） まつぶし町民まつり 啓発活動 

１１月中旬 （日） 吉川市民まつり 啓発活動 

１１月２９日（日） 吉川市消防出初式事前訓練 吉川市消防出初式の内容についての訓練 

１２月２０日（日） 吉川市消防出初式予行練習 吉川市消防出初式の内容についての訓練 

１月１０日（日） 吉川市消防出初式 吉川市消防出初式に参加 

２月 ７日（日） 救急訓練 救急入門コース 

３月１４日（日） 退団式 退団式 
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７ 少年消防クラブの沿革 

 

平成 24年 4月 

 

 

平成 25年 4月 

平成 26年 3月 

 

平成 26年 4月 

 

平成 27年 4月 

平成 28年 4月 

平成 28年 8月 

 

平成 29年 4月 

 

平成 29年 8月 

 

平成 30年 3月 

 

 

 

 

 

平成 30年 4月 

 

平成 30年 8月 

 

平成 31年 3月 

 

平成 31年 4月 

 

 

令和元年 7月 

 

令和 2年 3月 

 

令和 2年 4月 

令和 3年 4月 

 

 

吉川松伏少年消防クラブが発足される。 

１期生２９名が入団する。 

初代吉川松伏少年消防クラブ会長に相川勘造氏が就任する。 

２期生２５名が入団し、４５名（うち準指導者５名）となる。 

コミュニティ助成事業により、Ｄ－１級軽可搬ポンプ、消防用ホース、防火

帽、防火衣一式を整備する。 

３期生３５名が入団し６３名（うち準指導者１８名）となる。 

２代目吉川松伏少年消防クラブ会長に酒井誠氏が就任する。 

４期生６名が入団し３３名（うち準指導者８名）となる。 

５期生が１０名入団し２３名（うち準指導者１２名）となる。 

宮城県にて開催された平成２８年度少年消防クラブ交流会（全国大会）に

クラブ員・準指導者６名が参加する。 

６期生３０名が入団し５０名（うち準指導者１６名）となる。 

３代目吉川松伏少年消防クラブ会長に地引二郎氏が就任する。 

徳島県にて開催された平成２９年度少年消防クラブ交流会（全国大会）に

クラブ員・準指導者６名が参加する。（合同訓練にて４位入賞） 

吉川松伏少年消防クラブが平成２９年度優良な少年消防クラブ（消防庁長

官賞）として表彰される。 

第５回ジュニア防災検定・防災検定表彰式において吉川松伏少年消防クラ

ブが自治体として表彰を受ける。 

第５回ジュニア防災検定・防災検定表彰式においてクラブ員２名が表彰を

受ける。 

７期生１６名が入団し５６名（うち準指導者１９名）となる。 

４代目吉川松伏少年消防クラブ会長に戸井田勉氏が就任する。 

浦安市にて開催された平成３０年度少年消防クラブ交流会（全国大会）に

クラブ員・準指導者６名が参加する。（合同訓練にて５位入賞） 

第６回ジュニア防災検定・防災検定表彰式においてクラブ員３名、準指導

者１名が表彰を受ける。 

８期生１５名が入団し５３名（うち準指導者２９名）となる。 

吉川市において行われた「きぼうの桜」植樹式にクラブ員１２名が参加す

る。 

徳島市にて開催された令和元年度少年消防クラブ交流会（全国大会）にク

ラブ員・準指導者６名が参加する。 

吉川松伏少年消防クラブが令和元年度特に優良な少年消防クラブ（総務

大臣賞）として表彰される。 

９期生２２名が入団し６０名（うち準指導者３２名）となる。 

１０期生８名が入団し５９名（うち準指導者３２名）となる。 

５代目吉川松伏少年消防クラブ会長に黒田信浩氏が就任する。 
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令和 4年 4月 

令和 5年 4月 

令和 6年 3月 

 

令和 6年 4月 

令和 6年 9月 

 

令和 7年 3月 

 

令和 7年 3月 

 

令和 7年 4月 

令和 7年 3月 

 

令和 8年 4月 

１１期生１１名が入団し５４名（うち準指導者３８名）となる。 

１２期生１２名が入団し４５名（うち準指導者２９名）となる。 

第１１回ジュニア防災検定・防災検定表彰式においてクラブ員４名、準指導

者２名が表彰を受ける。 

１３期生１３名が入団し４５名（うち準指導者２４名）となる。 

兵庫県にて開催された令和６年度全国少年消防クラブ交流大会にクラブ

員・準指導者６名が参加する。（合同訓練にて３位入賞） 

吉川松伏少年消防クラブが令和６年度優良な少年消防クラブ（消防長官

賞）として表彰される。 

第１２回ジュニア防災検定・防災検定表彰式においてクラブ員８名、準指導

者４名が表彰を受ける。 

１４期生１０名が入団し３６名（うち準指導者１９名）となる。 

第１３回ジュニア防災検定・防災検定表彰式においてクラブ員７名が表彰

を受ける。 

第１５期生６名が入団し３２名（うち準指導者２１名）となる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川松伏消防組合消防本部 

 

〒３４２－００１６ 

埼玉県吉川市大字会野谷４８１ 

電話 ０４８－９８２－３９３１（代） 

 

 


